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市第30号議案 

   横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部改正 

 横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

   令和６年９月10日提出 

                 横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例（番号） 

   横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部を改正する 

条例 

 横浜市開発事業の調整等に関する条例（平成16年３月横浜市条例

第３号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

  横浜市開発事業等の調整等に関する条例 

 目次中「開発事業」を「開発事業等」に、「開発構想」を「開発

事業等の構想」に、「計画に関する」を「構想に関する」に改める

。 

第１条中「その他の開発事業」の次に「又は土石の堆積事業（以

下「開発事業等」という。）」を、「おいて、開発事業者」の次に

「又は土石の堆積事業者（以下「開発事業者等」という。）」を加

え、「開発事業の構想の」を「開発事業等の構想の住民への」に改

め、「。以下「法」という。」を削り、「開発事業者、」を「開発

事業者等、」に改め、「形成」の次に「及び宅地造成、特定盛土等

又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止」を

加える。 

 第２条各号列記以外の部分を次のように改める。 
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  この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、都市

計画法、建築基準法（昭和25年法律第 201 号）及び宅地造成及び

特定盛土等規制法（昭和36年法律第 191 号。以下「盛土規制法」

という。）並びにこれらの法律に基づく命令の例による。 

第２条第１号ア中「近隣商業地域に」を「近隣商業地域（イにお

いて「商業系用途地域」という。）においてのみ」に改め、同号イ

中「アに定める用途地域以外の用途地域」を「商業系用途地域以外

の用途地域（その地域と商業系用途地域とにわたる場合を含む。）

」に改め、同条第２号ア中「法」を「都市計画法」に改め、同号イ

中「開発行為が行われたもの」を「行う開発行為に伴う建築」に改

め、同号ウ及びエを次のように改める。 

ウ 市街化調整区域における建築物の建築で、当該建築物の敷

地の面積（当該敷地が市街化調整区域と市街化区域とにわた

る場合は、市街化調整区域内に存する部分の面積に限る。）

が 3,000 平方メートル以上のもの（当該建築の用に供する目

的で行う開発行為に伴う建築及び通常の管理行為、軽易な行

為その他の規則で定める行為を除く。） 

エ 宅地造成等工事規制区域における宅地造成及び特定盛土等

（当該宅地造成及び特定盛土等に関する工事が盛土規制法第

12条第１項ただし書に規定する工事に該当するものを除く。

）（アからウまで、オ若しくはカに該当し、又はこれらに伴

い行われるものを除く。） 

第２条第２号カ中「道路」の次に「（新設するものに限る。）」

を加え、同条第３号から第７号までを次のように改める。 

(3) 土石の堆積事業 宅地造成等工事規制区域における土石の堆
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積（当該土石の堆積に関する工事が盛土規制法第12条第１項た

だし書に規定する工事に該当するものを除く。）に該当する行

為をいう。 

(4) 開発事業者 第２号ア、オ又はカに掲げる開発事業にあって

は当該開発事業に係る開発行為をしようとする者、同号イ又は

ウに掲げる開発事業にあっては当該開発事業に係る建築物の建

築主、同号エに掲げる開発事業にあっては当該開発事業に係る

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の工事主をいう。 

(5) 土石の堆積事業者 土石の堆積事業に係る土石の堆積に関す

る工事の工事主をいう。 

(6) 開発事業区域 第２号ア、オ又はカに掲げる開発事業にあっ

ては開発区域、同号イ又はウに掲げる開発事業にあっては建築

物の敷地、同号エに掲げる開発事業にあっては宅地造成及び特

定盛土等に該当する行為に係る土地の区域をいう。 

(7) 土石の堆積事業区域 土石の堆積事業に係る土地の区域をい

う。 

第２条第９号中「開発事業区域」を「開発事業等区域」に改め、

同号を同条第19号とし、同条第８号中「法」を「都市計画法」に、

「基づき」を「より」に改め、同号を同条第18号とし、同号の前に

次の10号を加える。 

(8) 開発事業に関する工事 第２号ア、オ又はカに掲げる開発事

業にあっては当該開発事業に係る開発行為に関する工事、同号

イ又はウに掲げる開発事業にあっては当該開発事業において予

定される建築物に関する工事、同号エに掲げる開発事業にあっ

ては当該開発事業に係る宅地造成及び特定盛土等に関する工事
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をいう。 

(9) 土石の堆積事業に関する工事 土石の堆積事業に係る土石の

堆積に関する工事をいう。 

(10)  開発事業の構想 開発事業区域内の土地の利用、予定される

建築物又は特定工作物、宅地造成及び特定盛土等に関する工事

その他規則で定める事項についての構想（開発事業が都市計画

法第29条第１項第４号から第11号までに規定する開発行為に該

当する場合又は次条各号の開発事業に該当する場合にあっては

、宅地造成及び特定盛土等に関する工事その他規則で定める事

項についての構想）をいう。 

(11)  土石の堆積事業の構想 土石の堆積事業、土石の堆積に関す

る工事その他規則で定める事項についての構想をいう。 

(12)  開発事業の計画 開発事業区域内の土地の利用、予定される

建築物又は特定工作物、宅地造成及び特定盛土等に関する工事

その他規則で定める事項についての計画（開発事業が都市計画

法第29条第１項第４号から第11号までに規定する開発行為に該

当する場合又は次条各号の開発事業に該当する場合にあっては

、宅地造成及び特定盛土等に関する工事その他規則で定める事

項についての計画）をいう。 

(13)  土石の堆積事業の計画 土石の堆積事業、土石の堆積に関す

る工事その他規則で定める事項についての計画をいう。 

(14)  特定大規模開発事業等 次のいずれかに該当する開発事業等

をいう。 

ア 市街化区域における開発事業等（市街化区域と市街化調整

区域とにわたる場合を含む。）で、開発事業区域又は土石の
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堆積事業区域（以下「開発事業等区域」という。）の面積が

5,000 平方メートル以上のもの 

イ 市街化調整区域における開発事業等（市街化調整区域と市

街化区域とにわたる場合を含む。）で、開発事業等区域のう

ち市街化調整区域内に存する部分の面積が 3,000 平方メート

ル以上のもの 

ウ 第２号アに掲げる開発事業で大規模な共同住宅の建築の用

に供する目的で行うもの 

エ 第２号イに掲げる開発事業 

オ 高さ９メートルを超える盛土をする開発事業 

カ 土石の堆積を行う土地の面積が 2,000 平方メートル以上の

土石の堆積事業 

キ 土石の堆積の最大堆積高さが５メートルを超える土石の堆

積事業 

   (15)  特定小規模開発事業等 次のいずれかに該当する開発事業等 

（特定大規模開発事業等に該当するものを除く。）をいう。 

ア 第２号エに掲げる開発事業で開発事業区域の面積が 500 平

方メートル未満のもの 

イ 第２号カに掲げる開発事業 

 ウ 土石の堆積事業区域の面積が 500 平方メートル未満の土石

の堆積事業 

(16)   周知対象範囲 次に掲げる開発事業等の区分に応じ、それぞ

れ次に定める範囲（第２号ア又はオに掲げる開発事業で、当該

開発事業に付随して道路の拡幅をする工事が行われるものにあ

っては、当該範囲及び当該工事を行う区域の境界線からの水平
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距離が15メートル以内の範囲）をいう。 

 ア 特定大規模開発事業等 開発事業等区域の境界線からの水

平距離が50メートル以内の範囲 

 イ 特定大規模開発事業等及び特定小規模開発事業等のいずれ

にも該当しない開発事業等 開発事業等区域の境界線からの

水平距離が15メートル以内の範囲 

(17)  地域住民 周知対象範囲において、土地を所有する者又は建

築物の全部若しくは一部を占有し、若しくは所有する者（開発

事業者等（当該周知対象範囲に係る開発事業等を行うものに限

る。）、都市計画法第４条第14号に規定する公共施設の用に供

されている土地を所有する者及び当該土地に存する建築物の全

部又は一部を占有し、又は所有する者を除く。）をいう。 

第３条各号列記以外の部分中「開発事業」の次に「（開発事業に

関する工事が宅地造成等工事規制区域における宅地造成及び特定盛

土等に関する工事（盛土規制法第12条第１項ただし書に規定する工

事を除く。）に該当しないものに限る。）」を加える。 

第４条中「形成」の次に「及び宅地造成、特定盛土等又は土石の

堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止」を加え、「開

発事業」を「開発事業等」に改める。 

第５条の見出し中「開発事業者」を「開発事業者等」に改め、同

条第１項中「開発事業者」を「開発事業者等」に、「開発事業を」

を「開発事業等を」に改める。 

第６条中「法第29条第１項第２号」を「都市計画法第29条第１項

第２号」に、「が法」を「が同法」に改める。 

第７条中「開発事業」を「開発事業等」に改める。 
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第２章の章名中「開発事業」を「開発事業等」に改める。 

第２章第１節の節名中「開発構想」を「開発事業等の構想」に改

める。 

第９条から第12条までを次のように改める。 

（標識の設置） 

第９条 開発事業者等は、開発事業等を行おうとするときは、開発

事業の構想又は土石の堆積事業の構想（以下「開発事業等の構想

」という。）の周知を図るため、規則で定めるところにより、標

識を設置し、開発事業にあっては開発事業に関する工事が完了す

るまでの間（第２条第２号ア、オ又はカに掲げる開発事業にあっ

ては第24条第４項各号のいずれかに該当するまでの間）、土石の

堆積事業にあっては土石の堆積事業に関する工事（堆積した全て

の土石を除却するものに限る。）が完了するまでの間、当該標識

を掲出しておかなければならない。 

２ 開発事業者等は、前項の規定による標識の設置（以下「標識の

設置」という。）を行ったときは、規則で定めるところにより、

速やかに、その旨を書面により市長に届け出なければならない。 

３ 市長は、前項の規定による届出を行った開発事業者等に対し、

この条例に定める手続及び基準を遵守するよう必要な指導及び助

言をするものとする。 

（地域住民等への周知） 

第10条 開発事業者等は、開発事業等の構想その他規則で定める事

項について、次の各号に掲げる当該開発事業者等が行う開発事業

等の区分に応じ、当該各号に定める方法により地域住民及び地域

まちづくり計画運営団体（第３号に掲げる開発事業等にあっては
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、開発事業等区域の周辺地域の住民。以下「地域住民等」という

。）に周知しなければならない。この場合において、同号に掲げ

る開発事業等にあっては、第12条第５項の縦覧の期間満了の日に

周知したものする。 

(1) 特定大規模開発事業等 地域住民等を対象として規則で定め

るところにより行う説明会の開催（災害の発生等の事由により

、説明会を開催することが著しく困難又は不適当と市長が認め

る場合にあっては、市長が認める方法） 

(2) 特定大規模開発事業等及び特定小規模開発事業等のいずれに

も該当しない開発事業等 地域住民等を対象として規則で定め

るところにより行う説明会の開催又は戸別訪問その他市長が認

める方法 

(3) 特定小規模開発事業等 標識の設置及び第12条第５項の規定

により市長が縦覧に供する同条第１項又は第２項に規定する書

面（以下「開発事業構想書等」という。）の提出 

２ 前項の規定による周知（以下「地域住民等への周知」という。

）（同項第３号に掲げる開発事業等に係るものを除く。）は、標

識の設置を行った日（第15条第２項又は第20条第３項の規定によ

りこの条の規定の適用を受けるときにあっては、第15条第１項又

は第20条第２項の規定による第12条第３項に規定する標識の修正

を行った日）の翌日以後に行わなければならない。 

（意見書の提出） 

第11条 地域住民等（前条第１項第３号に掲げる開発事業等に係る

ものを除く。）は、地域住民等への周知が終了した日の翌日から

起算して５日以内に、規則で定めるところにより、開発事業等の
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構想に対する意見を記載した書面（当該書面に記載すべき事項を

記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ

。）を含む。以下「意見書」という。）を開発事業者等に提出す

ることができる。 

２ 開発事業者等は、前項の規定による意見書の提出があったとき

は、規則で定めるところにより、次条第１項又は第２項の規定に

より書面の提出を行うまでに、当該意見書に対する見解を記載し

た書面（当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む

。以下「見解書」という。）を当該意見書を提出した地域住民等

に交付し、又は送付しなければならない。 

 （開発事業構想書等の提出等） 

第12条 開発事業者は、地域住民等への周知が終了した日の翌日か

ら起算して５日を経過した日（前条第１項の規定により意見書が

提出された場合にあっては全ての意見書について同条第２項の規

定により見解書を交付し、又は送付した日、第10条第１項第３号

に掲げる開発事業等にあっては標識の設置を行った日）以後に、

規則で定めるところにより、次に掲げる事項（同号に掲げる開発

事業等にあっては、第１号及び第５号に掲げる事項に限る。）を

記載した書面を市長に提出しなければならない。 

(1) 地域住民等への周知を行った開発事業の構想（第10条第 1項

第３号に掲げる開発事業等にあっては、標識の設置を行ったと

き（第３項に規定する標識の修正を行った場合にあっては、当

該標識の修正を行ったとき）の開発事業の構想） 
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(2) 開発事業の地域住民等への周知の状況 

(3) 開発事業の構想に対する地域住民等の意見 

(4) 前号の意見に対する開発事業者の見解 

(5) その他市長が必要と認める事項 

２ 土石の堆積事業者は、地域住民等への周知が終了した日の翌日

から起算して５日を経過した日（第10条第 1項第３号に掲げる開

発事業等にあっては、標識の設置を行った日）以後に、規則で定

めるところにより、次に掲げる事項（同号に掲げる開発事業等に

あっては、第１号及び第５号に掲げる事項に限る。）を記載した

書面を市長に提出しなければならない。 

(1) 地域住民等への周知を行った土石の堆積事業の構想（第10条

第 1 項第３号に掲げる開発事業等にあっては、標識の設置を行

ったとき（次項に規定する標識の修正を行った場合にあっては

、当該標識の修正を行ったとき）の土石の堆積事業の構想） 

(2) 土石の堆積事業の地域住民等への周知の状況 

(3) 土石の堆積事業の構想に対する地域住民等の意見 

(4) 前号の意見に対する土石の堆積事業者の見解 

(5) その他市長が必要と認める事項 

３ 開発事業者等は、開発事業構想書等に記載する開発事業等の構

想が、標識の設置を行ったとき（第15条第２項又は第20条第３項

の規定によりこの条の規定の適用を受ける場合にあっては、第15

条第１項又は第20条第２項の規定によるこの項に規定する標識の

修正を行ったとき）の開発事業等の構想と異なることとなった場

合は、開発事業構想書等を提出する前に、規則で定めるところに

より、当該標識に係る必要な修正（以下「標識の修正」という。
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）を行わなければならない。 

４ 開発事業者等は、開発事業構想書等を市長に提出したときは、

速やかに、その提出年月日を第９条第１項の規定により設置した

標識に記載しなければならない。 

５ 市長は、開発事業構想書等の提出があったときは、規則で定め

るところにより、遅滞なく、これを14日間一般の縦覧に供するも

のとする。 

６ 市長は、前項の規定により開発事業構想書等を縦覧に供するこ

とを開始するときは、速やかに、開発事業者等に当該縦覧に供す

る期間を通知するものとする。 

７ 前項の規定による通知を受けた開発事業者等は、速やかに、第

９条第１項の規定により設置した標識に開発事業構想書等の縦覧

に供する期間を記載しなければならない。 

 第13条を削る。 

第14条の見出し中「開発事業者」を「開発事業者等」に改め、同

条第１項を次のように改める。 

 開発事業等に係る地域住民等（第10条第 1 項第３号に掲げる開

発事業等に係るものを除く。）は、規則で定めるところにより、

前条第５項の縦覧の期間満了の日までに、開発事業構想書等の内

容に対する意見を記載した書面（当該書面に記載すべき事項を記

録した電磁的記録を含む。以下「再意見書」という。）を市長を

経由して、開発事業者等に提出することができる。 

第14条第２項中「再意見書の」を「前項の規定による再意見書の

」に、「開発事業者」を「開発事業者等」に改め、「再意見書を」

の次に「交付し、又は」を加え、同条第３項中「開発事業者」を「
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開発事業者等」に、「により再意見書の」を「による再意見書の交

付又は」に改め、「ときは」の次に「、規則で定めるところにより

」を、「書面（」の次に「当該書面に記載すべき事項を記録した電

磁的記録を含む。」を、「者に」の次に「交付し、又は」を、「写

し」の次に「（当該再見解書が電磁的記録をもって作成されている

場合にあっては、当該電磁的記録を出力した書面。第16条第４項に

おいて同じ。）」を加え、同条を第13条とする。 

第14条の２中「ついて法」を「ついて都市計画法」に、「第９条

第１項の規定により標識を設置した」を「標識の設置を行った」に

、「、法第32条第１項」を「、同条第１項」に改め、同条を第14条

とする。 

第15条を次のように改める。 

（開発事業等の構想を変更する場合の再手続） 

第15条 開発事業者等は、開発事業構想書等を提出した日から第17

条第１項に規定する開発事業等の計画の同意（第20条第３項の規

定によりこの条の規定の適用を受けるときにあっては、第20条第

１項の規定による開発事業等の計画変更の同意）を得るまでの間

において第12条第１項第１号又は第２項第１号に掲げる事項を変

更しようとするときは、あらかじめ、標識の修正を行うとともに

、規則で定めるところにより、その旨を書面により市長に届け出

なければならない。 

２ 開発事業者等は、第12条第１項第１号又は第２項第１号に掲げ

る事項を変更したときは、第10条から前条までに定める手続を行

わなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更について

は、この限りでない。 
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３ 市長は、第１項の規定による届出を行った開発事業者等に対し

、この条例に定める手続及び基準を遵守するよう必要な指導及び

助言をすることができる。 

第２章第２節の節名中「開発事業の計画」を「開発事業等の構想

」に改める。 

第16条第１項各号列記以外の部分を次のように改める。 

 特定大規模開発事業等を行おうとする開発事業者等は、次に掲

げる事項（土石の堆積事業にあっては、第１号、第４号及び第７

号に掲げる事項を除く。）のうち第５項の規定により市長が通知

するものについて、市長と協議しなければならない。 

第16条第１項第１号中「特定大規模開発事業」を「特定大規模開

発事業等（土石の堆積事業を除く。第７号において同じ。）」に改

め、同項第５号及び第６号中「開発事業区域」を「開発事業等区域

」に改め、同項第７号中「特定大規模開発事業」を「特定大規模開

発事業等」に改め、同条第２項から第５項までを次のように改める

。 

２ 前項の規定は、特定大規模開発事業等が次に掲げる場合に該当

するときは、適用しない。 

 (1) 都市計画法第29条第１項第４号から第11号までに規定する開

発行為に該当する場合 

 (2) 第３条第１号又は第２号の開発事業に該当する場合 

 (3) 開発事業の構想に掲げる開発事業区域内の土地の利用に宅地

（盛土規制法第２条第１号に規定する宅地をいう。第18条第１

項において同じ。）が含まれない場合 

３ 開発事業者等（第１項の規定により協議を行う開発事業者等を
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除く。）は、再意見書が提出された場合においては、開発事業構

想書等の内容のうち第５項の規定により市長が通知する事項につ

いて、市長と協議しなければならない。 

４ 第１項又は前項の規定による協議（以下「開発等協議」という

。）を行おうとする開発事業者等は、第１項の規定による協議に

あっては第12条第５項の縦覧に供する期間満了の日の翌日以後、

前項の規定による協議にあっては再見解書の写しを市長に提出し

た日以後に、規則で定めるところにより、開発等協議の申出をし

なければならない。 

５ 市長は、前項の申出を受けたときは、規則で定めるところによ

り、第１項各号に掲げる事項のうち協議を必要と認める事項を書

面により開発事業者等に通知するものとする。 

 第16条に次の２項を加える。 

６ 開発事業者等は、開発等協議が終了したときは、規則で定める

ところにより、前項の規定により市長が通知した事項についての

開発事業者等の見解を記載した書面（次項において「開発等協議

事項に係る見解書」という。）を市長に提出しなければならない

。 

７ 市長は、開発等協議事項に係る見解書が提出されたときは、規

則で定めるところにより、開発等協議の結果を記載した書面（以

下「開発等協議結果通知書」という。）を当該開発事業者等に交

付するものとする。 

第２章第３節の節名中「開発事業」を「開発事業等」に改める。 

第17条の見出し中「開発事業」を「開発事業等」に改め、同条第

１項及び第２項を次のように改める。 
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開発事業者等は、実施しようとする開発事業等について開発事

業の計画又は土石の堆積事業の計画（以下「開発事業等の計画」

という。）を策定し、当該開発事業等の計画について市長の同意

を得なければならない。 

２ 前項の同意を得ようとする開発事業者等は、開発等協議が必要

となる開発事業等にあっては開発等協議結果通知書の交付を受け

た日の翌日以後に、それ以外の開発事業等にあっては第12条第５

項の縦覧に供する期間満了の日の翌日以後に、規則で定めるとこ

ろにより、市長に申請しなければならない。 

第17条第３項中「開発事業者は、当該開発事業」を「開発事業者

等は、当該開発事業等」に、「法第29条第１項」を「都市計画法第

29条第１項」に、「法第34条の２第１項」を「同法第34条の２第１

項」に改め、「第18条第２項」の次に「若しくは第４項」を加え、

「宅地造成等規制法一部改正法附則第２条第１項の規定によりなお

従前の例によることとされる旧宅地造成等規制法第８条第１項の許

可の申請」を「盛土規制法第12条第１項の許可の申請又は盛土規制

法第15条第１項の協議の申出」に改める。 

第18条第１項を次のように改める。 

市長は、前条第２項の規定による申請があった場合において、

当該申請に係る開発事業等が、次の各号（当該申請に係る開発事

業等が土石の堆積事業に該当する場合、当該申請に係る開発事業

が第３条第１号若しくは第２号の開発事業に該当し、かつ、当該

開発事業の実施に当たり都市計画法第29条第１項の許可を要する

ものに該当する場合又は当該申請に係る開発事業の構想に掲げる

開発事業区域内の土地の利用に宅地が含まれない場合にあっては
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、第１号）に掲げる同意の基準を満たしていると認めるときは、

前条第１項の同意をしなければならない。 

(1) 地域住民等への周知が第10条の規定に従って行われているこ

と。 

(2) 開発事業の計画が、次に掲げる開発事業の区分に応じ、それ

ぞれに定める整備基準に適合していること。 

ア 第２条第２号アに掲げる開発事業 次項第１号、第４号、

第５号及び第８号の整備基準 

イ 第２条第２号イに掲げる開発事業 次項第２号から第８号

まで及び第11号の整備基準 

ウ 第２条第２号ウに掲げる開発事業 次項第２号から第５号

まで、第７号、第８号及び第11号の整備基準 

エ 第２条第２号エに掲げる開発事業 次項第１号、第４号か

ら第６号まで及び第11号の整備基準 

オ 第２条第２号オに掲げる開発事業 次項第１号、第５号、

第８号及び第９号の整備基準 

カ 第２条第２号カに掲げる開発事業 次項第10号及び第11号

の整備基準 

第18条第２項中「同意の基準」を「整備基準」に改め、同項第１

号ただし書中「ただし、」の次に「開発事業区域の面積が 500 平方

メートル未満の場合又は」を加え、同項第４号ただし書中「すべて

」を「全て」に、「又は開発事業区域」を「、開発事業区域」に、

「について」を「又は同号エに掲げる開発事業のうち開発事業区域

の面積が 500 平方メートル未満の開発事業にあって」に改め、同項

第５号ただし書中「ただし、」の次に「第２条第２号エに掲げる開
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発事業のうち開発事業区域の面積が 500 平方メートル未満の開発事

業又は」を加え、同項第６号に次のただし書を加える。 

ただし、第２条第２号エに掲げる開発事業のうち開発事業区域

の面積が 500 平方メートル未満の開発事業にあっては、この限り

でない。 

第18条第２項第10号ただし書中「を拡幅する」を「の拡幅（建築

基準法施行令（昭和25年政令第 338 号）第 144 条の４第１項第１号

ホ及び横浜市建築基準条例（昭和35年10月横浜市条例第20号）第56

条の４第２項第５号の基準に適合するために行われるものを除く。

）をする」に、「法第12条の５第２項」を「都市計画法第12条の５

第２項」に改め、同項に次の１号を加える。 

(11) 開発事業区域が道路法による道路のうち横浜市が管理する道

路に接する場合において、当該道路が車両及び歩行者の通行上

支障がない構造並びに道路管理上支障がない構造となるよう、

整備を行うこと。ただし、開発事業の実施に当たり盛土規制法

第12条第１項の許可を要しない場合若しくは都市計画法第29条

第１項の許可を要する場合又は市長が道路管理上整備する必要

がないと認めた場合は、この限りでない。 

第18条第４項中「開発協議」を「開発等協議」に、「開発事業」

を「開発事業等」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中「

前項第10号」を「第２項第10号」に改め、同項を同条第４項とし、

同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、次のいずれかに該当する

開発事業について前条第２項の規定による申請があった場合にお

いて、当該開発事業が第１項第１号の同意の基準を満たしており
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、かつ、当該開発事業の計画が前項第11号の整備基準に適合して

いると認めるときは、前条第１項の同意をしなければならない。 

(1) 都市計画法第29条第１項第４号から第11号までに規定する開

発行為に該当する開発事業であって、当該開発事業の実施に当

たり盛土規制法第12条第１項の許可を要するもの   

(2) 第３条第１号又は第２号の開発事業であって、当該開発事業

の実施に当たり盛土規制法第12条第１項の許可を要するもの（

都市計画法第29条第１項の許可を要するものを除く。） 

第19条の見出し中「不同意の」の次に「処分及び」を加え、同条

第１項中「決定をし」を「処分をし、規則で定めるところにより」

に、「通知するものとする」を「通知しなければならない」に改め

、同条第２項中「開発事業者」を「開発事業者等」に、「前項」を

「第１項」に、「その旨及び通知年月日」を「当該通知の年月日」

に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。 

２ 市長は、前項の同意の処分をするに当たり、開発事業が前条第

２項各号に規定する整備基準に適合するように行われることを確

認するために必要な限度において、当該同意の処分に条件を付す

ることができる。 

第20条第１項中「第17条第１項の同意を得た開発事業者は、開発

事業」を「開発事業者等は、第17条第１項の同意を得た開発事業等

」に改め、同条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ 前項の同意を得ようとする開発事業者等は、開発事業等の計画

の変更に向けた開発事業等の構想を改めて策定し、あらかじめ、

標識の修正を行うとともに、規則で定めるところにより、開発事

90



市第30号 

 

 

 

 
業等の構想を変更する旨を書面により市長に届け出なければなら

ない。 

３ 第１項の同意を得ようとする開発事業者等は、あらかじめ、第

10条から第15条までに定める手続（第10条第１項第３号に掲げる

開発事業等にあっては、同号、第12条、第14条及び第15条に定め

る手続）及び開発等協議を行わなければならない。 

 第20条中第５項を削り、第４項を第８項とし、第３項の次に次の

４項を加える。 

４ 第１項の同意を得ようとする開発事業者等は、前項の規定によ

り開発等協議を行う開発事業等にあっては当該開発等協議に係る

開発等協議結果通知書の交付を受けた日の翌日以後に、それ以外

の開発事業等にあっては第12条第５項の縦覧に供する期間満了の

日の翌日以後に、規則で定めるところにより、市長に申請しなけ

ればならない。 

５ 開発事業者等は、第17条第１項の同意を得た開発事業等の計画

について第１項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは

、遅滞なく、標識の修正を行うとともに、規則で定めるところに

より、その旨を書面により市長に届け出なければならない。 

６ 第１項及び前項の規定にかかわらず、第２条第２号ア、オ又は

カに掲げる開発事業の計画について、第24条第３項の規定により

同条第１項及び第２項の規定が適用される場合（同条第４項の規

定により同条第１項及び第２項の規定が適用されない場合を除く

。）にあっては、規則で定める変更を行うことができない。 

７ 市長は、第２項又は第５項の規定による届出を行った開発事業

者等に対し、この条例に定める手続及び基準を遵守するよう必要
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な指導及び助言をすることができる。 

第20条に次の１項を加える。 

９ 第１項又は第５項の規定により、開発事業等の計画を変更した

場合における第６項、第22条及び第24条の規定（土石の堆積事業

にあっては、第22条及び第24条第１項の規定に限る。）の適用に

ついては、第１項の同意又は第５項の規定による届出に係る変更

後の開発事業等の計画を第17条第１項の同意を得た開発事業等の

計画とみなす。 

第21条の見出し中「開発事業」を「開発事業等」に改め、同条中

「開発事業者」を「開発事業者等」に、「第９条第１項の規定によ

り標識を設置した」を「標識の設置を行った」に、「開発事業を」

を「開発事業等を」に改め、「ときは」の次に「、規則で定めると

ころにより」を加える。 

第22条第１項中「遅滞なく」の次に「、標識の修正を行うととも

に、規則で定めるところにより」を加え、同条第２項中「当該開発

事業区域」を「当該開発事業等に係る開発事業等区域」に改め、「

工事」の次に「又は土石の堆積事業に関する工事（以下「開発事業

等に関する工事」という。）」を、「者は」の次に「、規則で定め

るところにより」を加え、「当該開発事業の」を「当該開発事業等

の計画の」に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該地位を承継した者は、速やかに、標識

の修正を行わなければならない。 

第23条を次のように改める。 

（同意の取消し） 

第23条 市長は、開発事業者等が第17条第１項の同意又は第20条第
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１項の同意を虚偽の申請その他の不正な手段により得たと認めら

れる場合又はそれらの同意に付した条件に違反したと認められる

場合は、当該同意を取り消すことができる。 

第２章第４節の節名中「開発事業」を「開発事業等」に改める。 

第24条の見出し中「開発事業」を「開発事業等」に改め、同条第

１項中「開発事業者」を「開発事業者等」に、「開発事業に」を「

開発事業等に」に、「開発事業の」を「開発事業等の」に改め、同

条第３項中「法第36条第３項」を「都市計画法第36条第３項」に改

め、同条第４項第１号中「法」を「都市計画法」に改め、同項第３

号中「又は同法第７条の２第５項」を「、第７条の２第５項又は第

18条第22項若しくは第26項」に改める。 

第25条を次のように改める。 

（開発事業等に関する工事の着手制限） 

第25条 開発事業者等及び開発事業等に関する工事の請負人は、開

発事業者等が第17条第１項の同意を得た後でなければ、当該開発

事業等に関する工事に着手してはならない。 

２ 開発事業者等及び開発事業等に関する工事の請負人は、開発事

業者等が開発事業等の計画の変更（第20条第１項ただし書の規則

で定める軽微な変更を除く。）について同項の同意を得た後でな

ければ、当該変更に係る開発事業等に関する工事に着手してはな

らない。 

第34条第１項本文中「法」を「都市計画法」に改め、同項ただし

書中「を拡幅する」を「の拡幅（同条第１項第２号の基準に適合す

るために行われるものを除く。）をする」に、「法第12条の５第２

項」を「同法第12条の５第２項」に改める。 
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第35条第１項中「法第33条第５項（法」を「都市計画法第33条第

５項（同法」に改める。 

第36条中「開発事業者又は開発事業」を「開発事業者等又は開発

事業等」に改める。 

第37条を次のように改める。 

（開発事業等の台帳等の閲覧） 

第37条 市長は、第２章の規定が適用される開発事業等について、

規則で定めるところにより、開発事業等の構想及び開発事業等の

計画の概要並びに同章に定める手続の状況を記載した台帳を作成

し、規則で定めるところにより、当該台帳を一般の閲覧に供する

ものとする。 

２ 市長は、開発事業者等から市長に提出された第９条第２項、第

15条第１項並びに第20条第２項及び第５項の規定による届出に係

る書面並びに開発事業構想書等について、規則で定めるところに

より、一般の閲覧に供するものとする。 

 第38条第１項中「者」を「開発事業者等又は開発事業等に関する

工事の請負人（予定建築物の建築主等を含む。）」に、「開発事業

」を「開発事業等」に改め、同条第２項及び第３項中「開発事業者

」を「開発事業者等」に、「開発事業に」を「開発事業等に」に改

める。 

第39条第１項中「開発事業」を「開発事業等」に改め、同条第３

項中「開発事業区域」を「開発事業等区域」に改める。 

第40条第１項中「開発事業者」を「開発事業者等」に、「開発事

業に」を「開発事業等に」に、「開発事業区域」を「開発事業等区

域」に改める。 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条例

による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する条例（以下「旧

条例」という。）第９条第２項の規定による届出を行った開発事

業（旧条例第２条第２号に規定する開発事業をいう。次項におい

て同じ。）については、この条例による改正後の横浜市開発事業

等の調整等に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は適

用せず、なお従前の例による。 

３ 施行日前において宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令

和４年法律第55号）による改正前の宅地造成等規制法（昭和36年

法律第 191 号）第８条第１項本文の許可を受け、又は同法第11条

の協議が成立した開発事業については、新条例の規定は適用せず

、なお従前の例による。 

（横浜みどり税条例の一部改正） 

４ 横浜みどり税条例（平成20年12月横浜市条例第51号）の一部を

次のように改正する。 

第５条第３号中「横浜市開発事業の調整等に関する条例」を「

横浜市開発事業等の調整等に関する条例」に改める。 

（緑の環境をつくり育てる条例の一部改正） 

５ 緑の環境をつくり育てる条例（昭和48年６月横浜市条例第47号

）の一部を次のように改正する。 

第９条第３項第１号中「横浜市開発事業の調整等に関する条例
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」を「横浜市開発事業等の調整等に関する条例」に、「すべて」

を「全て」に改める。 

（横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に

関する条例の一部改正） 

６ 横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に

関する条例（平成16年３月横浜市条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第７条第１項中「横浜市開発事業の調整等に関する条例」を「

 横浜市開発事業等の調整等に関する条例」に、「同条第３項」を

 「同条第５項」に改める。 

 

   提 案 理 由 

 宅地造成等規制法の一部改正に伴い工事の着手に当たり本市の同

意を要する事業に特定盛土等及び土石の堆積に関する事業を追加す

るとともに、開発事業等に関する手続に係る規定を整備する等のた

め、横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部を改正したいので

提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 開 発 事 業 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

   横 浜 市 開 発 事 業 等 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 
   横 浜 市 開 発 事 業 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 

目 次 

（ 第 １ 章 省 略 ） 

     開 発 事 業 等 
 第 ２ 章       に 関 す る 手 続 
     開 発 事 業 

      開 発 事 業 等 の 構 想 
  第 １ 節          の 住 民 へ の 周 知 、 意 見 の 聴 取 等 （ 第 
      開 発 構 想 

      ８ 条 ― 第 15 条 ） 

      開 発 事 業 等  構 想 に 関 す る 
  第 ２ 節       の       協 議 （ 第 16 条 ） 
      開 発 事 業   計 画 に 関 す る 

      開 発 事 業 等   
  第 ３ 節       の 計 画 の 同 意 等 （ 第 17 条 ― 第 23 条 ） 
      開 発 事 業 

      開 発 事 業 等      
  第 ４ 節       に 関 す る 工 事 の 着 手 制 限 等 （ 第 24 条 ・ 第 25  
      開 発 事 業       

      条 ） 

   （ 第 ３ 章 か ら 第 ５ 章 ま で 及 び 附 則 省 略 ） 

 （ 目 的 ） 

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 開 発 行 為 、 大 規 模 な 共 同 住 宅 の 建 築 そ の 他 の 

     又 は 土 石 の 堆 積 事 業 （ 以 下 「 開 発 事 業 等 」 と い う 。）  
 開 発 事 業                         を 
  

               又 は 土 石 の 堆 積 事 業 者 （ 以 下 「 開 
 行 う 場 合 に お い て 、 開 発 事 業 者 
                 

 発 事 業 者 等 」 と い う 。）      開 発 事 業 等 の 構 想 の 住 民 へ の 
            が 行 う べ き       
                 開 発 事 業 の 構 想 の 

周 知 及 び 住 民 の 意 見 の 聴 取 に 関 す る 手 続 、 地 域 ま ち づ く り 計 画 及

び 周 辺 環 境 へ の 配 慮 等 に 関 す る 横 浜 市 と の 協 議 、 開 発 事 業 に 伴 い

整 備 す べ き 施 設 等 の 基 準 そ の 他 必 要 な 事 項 を 定 め る と と も に 、 都 

                            
 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第 100 号           ） に よ る 
                。 以 下 「 法 」 と い う 。 

                   開 発 事 業 者 等 、 
 開 発 許 可 の 基 準 等 を 定 め る こ と に よ り 、        住 民 及 び 
                   開 発 事 業 者 、 

                             及 
横 浜 市 が 協 働 し て 、 地 域 の 特 性 に 応 じ た 良 好 な 都 市 環 境 の 形 成 
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び 宅 地 造 成 、 特 定 盛 土 等 又 は 土 石 の 堆 積 に 伴 う 崖 崩 れ 又 は 土 砂 の 
 

 流 出 に よ る 災 害 の 防 止 
           を 図 る こ と を 目 的 と す る 。 
 

 （ 定 義 ） 

 こ の 条 例 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 次 に 定 め る も の の ほ か 、 
第 ２ 条   
    こ の 条 例 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 次 に 定 め る も の の ほ か 、 

 都 市 計 画 法 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 201 号 ） 及 び 宅 地 造 成 
 法 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 201 号 ） 及 び 宅 地 造 成 等 規 制 法 

 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第 191 号 。 以 下 「 盛 土 規 制 
 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 55 号 。 第 17 条 第 ３ 項 に お 

 法 」 と い う 。） 並 び に こ れ ら の 法 律 に 基 づ く 命 令 の 例 に よ る 。   
 い て 「 宅 地 造 成 等 規 制 法 一 部 改 正 法 」 と い う 。） に よ る 改 正 前 の 

                               
 宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第 191 号 。 同 項 に お い て 「 旧 宅 

                               
 地 造 成 等 規 制 法 」 と い う 。） 並 び に こ れ ら の 法 律 に 基 づ く 命 令 の 

                               
 例 に よ る 。 

 (1)  大 規 模 な 共 同 住 宅  住 戸 の 数 が 次 に 定 め る 数 以 上 の 共 同 住 宅

を い う 。   

          近 隣 商 業 地 域 （ イ に お い て 「 商 業 系 用 途 地 域 
  ア  商 業 地 域 又 は 
          近 隣 商 業 地 域 に 

   」 と い う 。） に お い て の み 
               建 築 す る も の  200 戸 
 

    商 業 系 用 途 地 域 以 外 の 用 途 地 域 （ そ の 地 域 と 商 業 系 用 途 地 
  イ 
    ア に 定 め る 用 途 地 域 以 外 の 用 途 地 域 

   域 と に わ た る 場 合 を 含 む 。）  
                に 建 築 す る も の  100 戸 
 

 (2)  開 発 事 業  次 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 を い う 。   

         都 市 計 画 法 
  ア  開 発 行 為 （      第 29 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び 第 ４ 号 か ら 
         法 

   第 11 号 ま で に 規 定 す る 開 発 行 為 、 市 街 化 調 整 区 域 に お け る 開

発 区 域 の 面 積 が 500 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 開 発 行 為 並 び に オ に 

   規 定 す る 開 発 行 為 を 除 く 。）  

                             行 
  イ  大 規 模 な 共 同 住 宅 の 建 築 （ 当 該 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 
                             開 

   う 開 発 行 為 に 伴 う 建 築 
             及 び 住 戸 の 数 が 増 加 し な い 増 築 を 除 く 

発 行 為 が 行 わ れ た も の 

   。）  

    市 街 化 調 整 区 域 に お け る 建 築 物 の 建 築 で 、 当 該 建 築 物 の 敷 
  ウ 
    市 街 化 調 整 区 域 に お け る 建 築 物 の 建 築 で 、 そ の 敷 地 の 面 積 
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   地 の 面 積 （ 当 該 敷 地 が 市 街 化 調 整 区 域 と 市 街 化 区 域 と に わ た 
   が 3,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の （ 当 該 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 

   る 場 合 は 、 市 街 化 調 整 区 域 内 に 存 す る 部 分 の 面 積 に 限 る 。）  
   で 開 発 行 為 が 行 わ れ た も の を 除 く 。）  

   が 3,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の （ 当 該 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 
    

   で 行 う 開 発 行 為 に 伴 う 建 築 及 び 通 常 の 管 理 行 為 、 軽 易 な 行 為 
    

   そ の 他 の 規 則 で 定 め る 行 為 を 除 く 。）  
    

    宅 地 造 成 等 工 事 規 制 区 域 に お け る 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 
  エ 
    宅 地 造 成 工 事 規 制 区 域 に お け る 宅 地 造 成 （ 主 と し て 建 築 物 

   （ 当 該 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 に 関 す る 工 事 が 盛 土 規 制 法 第 
   の 建 築 又 は 特 定 工 作 物 の 建 設 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地 造 

   12 条 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 工 事 に 該 当 す る も の を 除 く 。 
   成 及 び 宅 地 造 成 に 係 る 宅 地 の 面 積 が 500 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 

   ） （ ア か ら ウ ま で 、 オ 若 し く は カ に 該 当 し 、 又 は こ れ ら に 伴 
   宅 地 造 成 を 除 く 。）  

   い 行 わ れ る も の を 除 く 。）  
    

（ オ 省 略 ） 

  カ  開 発 行 為 （ 開 発 区 域 の 面 積 が 500 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 開 発 

   行 為 で 、 当 該 開 発 区 域 内 の 土 地 を 予 定 さ れ る 建 築 物 の 敷 地 と 

   し て 利 用 す る た め 、 建 築 基 準 法 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定 に 

       （ 新 設 す る も の に 限 る 。）   
   よ る 道 路             の 位 置 の 指 定 を 受 け る こ 
 

と を 要 す る も の に 限 る 。）  

   土 石 の 堆 積 事 業  宅 地 造 成 等 工 事 規 制 区 域 に お け る 土 石 の 堆 
 (3)   
   開 発 事 業 者    開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 を い う 。 

  積 （ 当 該 土 石 の 堆 積 に 関 す る 工 事 が 盛 土 規 制 法 第 12 条 第 １ 項 た 
 

  だ し 書 に 規 定 す る 工 事 に 該 当 す る も の を 除 く 。） に 該 当 す る 行 
 

  為 を い う 。 
 

   開 発 事 業 者   第 ２ 号 ア 、 オ 又 は カ に 掲 げ る 開 発 事 業 に あ っ 
 (4)   
   開 発 事 業 区 域  開 発 行 為 に あ っ て は 開 発 区 域 、 建 築 に あ っ て 

  て は 当 該 開 発 事 業 に 係 る 開 発 行 為 を し よ う と す る 者 、 同 号 イ 又 
  は 建 築 物 の 敷 地 、 宅 地 造 成 に あ っ て は 宅 地 造 成 に 係 る 宅 地 の 区 

  は ウ に 掲 げ る 開 発 事 業 に あ っ て は 当 該 開 発 事 業 に 係 る 建 築 物 の 
  域 を い う 。 

  建 築 主 、 同 号 エ に 掲 げ る 開 発 事 業 に あ っ て は 当 該 開 発 事 業 に 係 
 

  る 宅 地 造 成 又 は 特 定 盛 土 等 に 関 す る 工 事 の 工 事 主 を い う 。 
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   土 石 の 堆 積 事 業 者   土 石 の 堆 積 事 業 に 係 る 土 石 の 堆 積 に 関 
 (5)   
   特 定 大 規 模 開 発 事 業  次 の い ず れ か に 該 当 す る 開 発 事 業 を い 

  す る 工 事 の 工 事 主 を い う 。 
  う 。 

                               
  ア  市 街 化 区 域 に お け る 開 発 事 業 で 開 発 事 業 区 域 の 面 積 が 5,000 

               
   平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 

                               
  イ  市 街 化 調 整 区 域 に お け る 開 発 事 業 で 開 発 事 業 区 域 の 面 積 が 

                 
   3,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 

                               
  ウ  第 ２ 号 ア に 掲 げ る 開 発 事 業 で 大 規 模 な 共 同 住 宅 の 建 築 の 用 

               
   に 供 す る 目 的 で 行 う も の 

                 
  エ  第 ２ 号 イ に 掲 げ る 開 発 事 業 

   開 発 事 業 区 域  第 ２ 号 ア 、 オ 又 は カ に 掲 げ る 開 発 事 業 に あ っ 
 (6)   
   近 接 住 民    開 発 事 業 区 域 の 境 界 線 か ら の 水 平 距 離 が 15 メ 

  て は 開 発 区 域 、 同 号 イ 又 は ウ に 掲 げ る 開 発 事 業 に あ っ て は 建 築 
  ー ト ル 以 内 の 範 囲 に お い て 、 土 地 を 所 有 す る 者 又 は 建 築 物 の 全 

  物 の 敷 地 、 同 号 エ に 掲 げ る 開 発 事 業 に あ っ て は 宅 地 造 成 及 び 特 
   部 若 し く は 一 部 を 占 有 若 し く は 所 有 す る 者 を い う 。 

  定 盛 土 等 に 該 当 す る 行 為 に 係 る 土 地 の 区 域 を い う 。 
 

   土 石 の 堆 積 事 業 区 域  土 石 の 堆 積 事 業 に 係 る 土 地 の 区 域 を い 
 (7)   
   地 域 住 民       開 発 事 業 区 域 の 境 界 線 か ら の 水 平 距 離 

  う 。                            
  が 50 メ ー ト ル 以 内 の 範 囲 に お い て 、 土 地 を 所 有 す る 者 又 は 建 築 

                             
  物 の 全 部 若 し く は 一 部 を 占 有 若 し く は 所 有 す る 者 を い う 。 

 (8)  開 発 事 業 に 関 す る 工 事  第 ２ 号 ア 、 オ 又 は カ に 掲 げ る 開 発 事 
    

  業 に あ っ て は 当 該 開 発 事 業 に 係 る 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 、 同 号 
 

  イ 又 は ウ に 掲 げ る 開 発 事 業 に あ っ て は 当 該 開 発 事 業 に お い て 予 
    

  定 さ れ る 建 築 物 に 関 す る 工 事 、 同 号 エ に 掲 げ る 開 発 事 業 に あ っ   
   

  て は 当 該 開 発 事 業 に 係 る 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 に 関 す る 工 事 
   

  を い う 。 
 

 (9)  土 石 の 堆 積 事 業 に 関 す る 工 事  土 石 の 堆 積 事 業 に 係 る 土 石 の 
 

  堆 積 に 関 す る 工 事 を い う 。   
 

 (10)  開 発 事 業 の 構 想  開 発 事 業 区 域 内 の 土 地 の 利 用 、 予 定 さ れ る 
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  建 築 物 又 は 特 定 工 作 物 、 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 に 関 す る 工 事 
 

  そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 に つ い て の 構 想 （ 開 発 事 業 が 都 市 計 画 
 

  法 第 29 条 第 １ 項 第 ４ 号 か ら 第 11 号 ま で に 規 定 す る 開 発 行 為 に 該 
 

  当 す る 場 合 又 は 次 条 各 号 の 開 発 事 業 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 
 

  、 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 に 関 す る 工 事 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 
 

  項 に つ い て の 構 想 ） を い う 。 
 

 (11)  土 石 の 堆 積 事 業 の 構 想  土 石 の 堆 積 事 業 、 土 石 の 堆 積 に 関 す 
 

  る 工 事 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 に つ い て の 構 想 を い う 。 
 

 (12)  開 発 事 業 の 計 画  開 発 事 業 区 域 内 の 土 地 の 利 用 、 予 定 さ れ る 
 

  建 築 物 又 は 特 定 工 作 物 、 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 に 関 す る 工 事 
 

  そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 に つ い て の 計 画 （ 開 発 事 業 が 都 市 計 画 
 

  法 第 29 条 第 １ 項 第 ４ 号 か ら 第 11 号 ま で に 規 定 す る 開 発 行 為 に 該 
 

  当 す る 場 合 又 は 次 条 各 号 の 開 発 事 業 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 
 

  、 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 に 関 す る 工 事 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 
 

  項 に つ い て の 計 画 ） を い う 。 
 

 (13)  土 石 の 堆 積 事 業 の 計 画  土 石 の 堆 積 事 業 、 土 石 の 堆 積 に 関 す 
 

  る 工 事 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 に つ い て の 計 画 を い う 。 
 

 (14)  特 定 大 規 模 開 発 事 業 等  次 の い ず れ か に 該 当 す る 開 発 事 業 等 
  

  を い う 。 
   

  ア  市 街 化 区 域 に お け る 開 発 事 業 等 （ 市 街 化 区 域 と 市 街 化 調 整 
   

   区 域 と に わ た る 場 合 を 含 む 。） で 、 開 発 事 業 区 域 又 は 土 石 の 
    

   堆 積 事 業 区 域 （ 以 下 「 開 発 事 業 等 区 域 」 と い う 。） の 面 積 が 
    

   5,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 
    

  イ  市 街 化 調 整 区 域 に お け る 開 発 事 業 等 （ 市 街 化 調 整 区 域 と 市 
   

   街 化 区 域 と に わ た る 場 合 を 含 む 。） で 、 開 発 事 業 等 区 域 の う 
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   ち 市 街 化 調 整 区 域 内 に 存 す る 部 分 の 面 積 が 3,000 平 方 メ ー ト ル 
 

   以 上 の も の 
 

  ウ  第 ２ 号 ア に 掲 げ る 開 発 事 業 で 大 規 模 な 共 同 住 宅 の 建 築 の 用 
   

   に 供 す る 目 的 で 行 う も の 
    

  エ  第 ２ 号 イ に 掲 げ る 開 発 事 業 
   

  オ  高 さ ９ メ ー ト ル を 超 え る 盛 土 を す る 開 発 事 業 
   

  カ  土 石 の 堆 積 を 行 う 土 地 の 面 積 が 2,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 土 
   

   石 の 堆 積 事 業 
    

  キ  土 石 の 堆 積 の 最 大 堆 積 高 さ が ５ メ ー ト ル を 超 え る 土 石 の 堆 
   

   積 事 業 
    

 (15)  特 定 小 規 模 開 発 事 業 等  次 の い ず れ か に 該 当 す る 開 発 事 業 等 
 

  （ 特 定 大 規 模 開 発 事 業 等 に 該 当 す る も の を 除 く 。） を い う 。 
 

  ア  第 ２ 号 エ に 掲 げ る 開 発 事 業 で 開 発 事 業 区 域 の 面 積 が 500 平 
   

   方 メ ー ト ル 未 満 の も の 
    

  イ  第 ２ 号 カ に 掲 げ る 開 発 事 業 
   

  ウ  土 石 の 堆 積 事 業 区 域 の 面 積 が 500 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 土 石 
   

   の 堆 積 事 業 
    

 (16)  周 知 対 象 範 囲  次 に 掲 げ る 開 発 事 業 等 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ 
 

  れ 次 に 定 め る 範 囲 （ 第 ２ 号 ア 又 は オ に 掲 げ る 開 発 事 業 で 、 当 該 
 

  開 発 事 業 に 付 随 し て 道 路 の 拡 幅 を す る 工 事 が 行 わ れ る も の に あ 
 

  っ て は 、 当 該 範 囲 及 び 当 該 工 事 を 行 う 区 域 の 境 界 線 か ら の 水 平 
 

  距 離 が 15 メ ー ト ル 以 内 の 範 囲 ） を い う 。 
 

  ア  特 定 大 規 模 開 発 事 業 等  開 発 事 業 等 区 域 の 境 界 線 か ら の 水 
   

   平 距 離 が 50 メ ー ト ル 以 内 の 範 囲 
    

  イ  特 定 大 規 模 開 発 事 業 等 及 び 特 定 小 規 模 開 発 事 業 等 の い ず れ 
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   に も 該 当 し な い 開 発 事 業 等  開 発 事 業 等 区 域 の 境 界 線 か ら の 
    

   水 平 距 離 が 15 メ ー ト ル 以 内 の 範 囲 
 

 (17)  地 域 住 民  周 知 対 象 範 囲 に お い て 、 土 地 を 所 有 す る 者 又 は 建 
  

  築 物 の 全 部 若 し く は 一 部 を 占 有 し 、 若 し く は 所 有 す る 者 （ 開 発 
   

  事 業 者 等 （ 当 該 周 知 対 象 範 囲 に 係 る 開 発 事 業 等 を 行 う も の に 限 
   

  る 。）、 都 市 計 画 法 第 ４ 条 第 14 号 に 規 定 す る 公 共 施 設 の 用 に 供 
 

  さ れ て い る 土 地 を 所 有 す る 者 及 び 当 該 土 地 に 存 す る 建 築 物 の 全 
 

  部 又 は 一 部 を 占 有 し 、 又 は 所 有 す る 者 を 除 く 。） を い う 。 
 

 (18)            都 市 計 画 法          よ り   
   地 域 ま ち づ く り 計 画       第 18 条 の ２ の 規 定 に 
 (8)            法              基 づ き 

  定 め ら れ た 横 浜 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン の 地 区 プ ラ ン そ の 他

市 民 と の 協 働 に よ る ま ち づ く り を 推 進 す る た め に 策 定 さ れ た 計 

   画 の う ち 規 則 で 定 め る も の を い う 。 

 (19)  
   地 域 ま ち づ く り 計 画 運 営 団 体  地 域 ま ち づ く り 計 画 の 策 定 を 
 (9)  

                          開 発 事 業 
   行 う 団 体 の う ち 、 そ の 活 動 の 対 象 と な る 地 域 の 範 囲 に 
                          開 発 事 業 

  等 区 域 
     が 含 ま れ て い る も の で 、 市 長 が 認 め る も の を い う 。 
   区 域 

 （ 適 用 除 外 ） 

                                 （ 開 発 事 業 に 関 す る 工 事 が 宅 地 造 成 等 
第 ３ 条  次 に 掲 げ る 開 発 事 業 
 

 工 事 規 制 区 域 に お け る 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 に 関 す る 工 事 （ 盛 
 

 土 規 制 法 第 12 条 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 工 事 を 除 く 。） に 該 当 
 

 し な い も の に 限 る 。）  
           に つ い て は 、 こ の 条 例 の 規 定 （ 第 ３ 章 の 規 
 

 定 を 除 く 。） は 、 適 用 し な い 。 

   （ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

 （ 横 浜 市 の 責 務 ） 

                            及 び 
第 ４ 条  横 浜 市 は 、 地 域 の 特 性 に 応 じ た 良 好 な 都 市 環 境 の 形 成 
     

 宅 地 造 成 、 特 定 盛 土 等 又 は 土 石 の 堆 積 に 伴 う 崖 崩 れ 又 は 土 砂 の 流 
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 出 に よ る 災 害 の 防 止       開 発 事 業 等 
          を 図 る た め 、      に 関 す る 情 報 の 提 供 
                開 発 事 業 

 を 行 う と と も に 、 こ の 条 例 の 適 切 か つ 円 滑 な 運 用 が 図 ら れ る よ う 

 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 

  開 発 事 業 者 等 
 （       の 責 務 ） 
  開 発 事 業 者 

    開 発 事 業 者 等 
第 ５ 条        は 、 地 域 ま ち づ く り 計 画 に 整 合 し 、 か つ 、 周 
    開 発 事 業 者 

            開 発 事 業 等 を 
 辺 環 境 と 調 和 す る よ う 、       行 わ な け れ ば な ら な い 。 
            開 発 事 業 を 

   （ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

 （ 公 益 上 必 要 な 開 発 行 為 を 行 う 者 の 責 務 ） 

    都 市 計 画 法 第 29 条 第 １ 項 第 ２ 号 
第 ６ 条                及 び 第 ３ 号 に 規 定 す る 開 発 
    法 第 29 条 第 １ 項 第 ２ 号 

               が 同 法 
 行 為 を 行 う 者 は 、 当 該 開 発 行 為    第 33 条 第 １ 項 に 規 定 す る 基 
               が 法 

準 に 適 合 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

 （ 住 民 の 責 務 ） 

第 ７ 条  住 民 は 、 良 好 な 都 市 環 境 の 形 成 を 目 指 す 地 域 社 会 の 一 員 と 

    開 発 事 業 等 
 し て 、      に 対 し 積 極 的 に 意 見 を 述 べ る 等 に よ り 、 こ の 条 
    開 発 事 業 

 例 に 定 め る 手 続 の 実 施 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。 

       開 発 事 業 等 
   第 ２ 章       に 関 す る 手 続 
       開 発 事 業 

        開 発 事 業 等 の 構 想 
    第 １ 節          の 住 民 へ の 周 知 、 意 見 の 聴 取 等 
        開 発 構 想 

 （ 標 識 の 設 置 ） 

    開 発 事 業 者 等 は 、 開 発 事 業 等 を 行 お う と す る と き は 、 開 発 
第 ９ 条                 
    開 発 事 業 者 は 、 開 発 事 業 を 行 お う と す る と き は 、 当 該 開 発 

 事 業 の 構 想 又 は 土 石 の 堆 積 事 業 の 構 想 （ 以 下 「 開 発 事 業 等 の 構 想 
 事 業 の 構 想 の 周 知 を 図 る た め 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 標 識 

 」 と い う 。） の 周 知 を 図 る た め 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 標 
 を 設 置 し 、 当 該 開 発 事 業 の 工 事 が 完 了 す る ま で の 間 （ 第 ２ 条 第 ２ 

 識 を 設 置 し 、 開 発 事 業 に あ っ て は 開 発 事 業 に 関 す る 工 事 が 完 了 す 
 号 ア 、 オ 又 は カ に 掲 げ る 開 発 事 業 に あ っ て は 、 第 24 条 第 ４ 項 各 号 

 る ま で の 間 （ 第 ２ 条 第 ２ 号 ア 、 オ 又 は カ に 掲 げ る 開 発 事 業 に あ っ 
 の い ず れ か に 該 当 す る ま で の 間 ） 掲 出 し て お か な け れ ば な ら な い 

て は 第 24 条 第 ４ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る ま で の 間 ）、 土 石 の 
 。 

堆 積 事 業 に あ っ て は 土 石 の 堆 積 事 業 に 関 す る 工 事 （ 堆 積 し た 全 て 
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 の 土 石 を 除 却 す る も の に 限 る 。） が 完 了 す る ま で の 間 、 当 該 標 識 
 

 を 掲 出 し て お か な け れ ば な ら な い 。 
           

  開 発 事 業 者 等 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 標 識 の 設 置 （ 以 下 「 標 識 の 
２                   
  開 発 事 業 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 標 識 を 設 置 し た と き は 、 速 や 

 設 置 」 と い う 。） を 行 っ た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 
か に 、 そ の 旨 を 書 面 に よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

速 や か に 、 そ の 旨 を 書 面 に よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 
 

３  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 っ た 開 発 事 業 者 等 に 対 し 、 
 

 こ の 条 例 に 定 め る 手 続 及 び 基 準 を 遵 守 す る よ う 必 要 な 指 導 及 び 助 
 

 言 を す る も の と す る 。 
 

 （ 地 域 住 民 等 へ の 周 知 ） 
  

  開 発 事 業 者 等 は 、 開 発 事 業 等 の 構 想 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 
第 10 条 

  削 除 

 項 に つ い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 当 該 開 発 事 業 者 等 が 行 う 開 発 事 業 
 

等 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 方 法 に よ り 地 域 住 民 及 び 地 域 
  

ま ち づ く り 計 画 運 営 団 体 （ 第 ３ 号 に 掲 げ る 開 発 事 業 等 に あ っ て は 
  

、 開 発 事 業 等 区 域 の 周 辺 地 域 の 住 民 。 以 下 「 地 域 住 民 等 」 と い う 
 

 。） に 周 知 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 号 に 掲 げ 
 

る 開 発 事 業 等 に あ っ て は 、 第 12 条 第 ５ 項 の 縦 覧 の 期 間 満 了 の 日 に 
 

周 知 し た も の と す る 。 
 

 (1)  特 定 大 規 模 開 発 事 業 等  地 域 住 民 等 を 対 象 と し て 規 則 で 定 め 
              

  る と こ ろ に よ り 行 う 説 明 会 の 開 催 （ 災 害 の 発 生 等 の 事 由 に よ り 
   

  、 説 明 会 を 開 催 す る こ と が 著 し く 困 難 又 は 不 適 当 と 市 長 が 認 め 
   

  る 場 合 に あ っ て は 、 市 長 が 認 め る 方 法 ） 
 

 (2)  特 定 大 規 模 開 発 事 業 等 及 び 特 定 小 規 模 開 発 事 業 等 の い ず れ に 
                    

  も 該 当 し な い 開 発 事 業 等  地 域 住 民 等 を 対 象 と し て 規 則 で 定 め 
                            

  る と こ ろ に よ り 行 う 説 明 会 の 開 催 又 は 戸 別 訪 問 そ の 他 市 長 が 認 
   

  め る 方 法      
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(3)  特 定 小 規 模 開 発 事 業 等  標 識 の 設 置 及 び 第 12 条 第 ５ 項 の 規 定 
 

に よ り 市 長 が 縦 覧 に 供 す る 同 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 規 定 す る 書 
 

面 （ 以 下 「 開 発 事 業 構 想 書 等 」 と い う 。） の 提 出 
   

２  前 項 の 規 定 に よ る 周 知 （ 以 下 「 地 域 住 民 等 へ の 周 知 」 と い う 。 
 

） （ 同 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 開 発 事 業 等 に 係 る も の を 除 く 。） は 、 標 
 

識 の 設 置 を 行 っ た 日 （ 第 15 条 第 ２ 項 又 は 第 20 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ 
 

り こ の 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る と き に あ っ て は 、 第 15 条 第 １ 項 又 
 

は 第 20 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 第 12 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 標 識 の 修 正 
 

を 行 っ た 日 ） の 翌 日 以 後 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 
  

 （ 意 見 書 の 提 出 ）             
 （ 住 民 へ の 説 明 ） 

 地 域 住 民 等 （ 前 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 開 発 事 業 等 に 係 る 
第 11 条 

 開 発 事 業 者 （ 第 ２ 条 第 ２ 号 カ に 掲 げ る 開 発 事 業 に 係 る 開 発 

 も の を 除 く 。） は 、 地 域 住 民 等 へ の 周 知 が 終 了 し た 日 の 翌 日 か ら 
 事 業 者 を 除 く 。） は 、 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 標 識 を 設 置 し た 

 起 算 し て ５ 日 以 内 に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 開 発 事 業 等 の 
 日 の 翌 日 以 後 に 、 そ の 開 発 事 業 の 構 想 等 に 係 る 規 則 で 定 め る 事 項 

 構 想 に 対 す る 意 見 を 記 載 し た 書 面 （ 当 該 書 面 に 記 載 す べ き 事 項 を 
 に つ い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 開 発 事 業 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 

 記 録 し た 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に 
 定 め る 方 法 に よ り 説 明 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、 
  

電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 以 下 同 じ 
 

。） を 含 む 。 以 下 「 意 見 書 」 と い う 。） を 開 発 事 業 者 等 に 提 出 す 
 

る こ と が で き る 。 
 

                              
(1)  特 定 大 規 模 開 発 事 業  地 域 住 民 及 び 地 域 ま ち づ く り 計 画 運 営 

                  
団 体 を 対 象 と し て 行 う 説 明 会 の 開 催 

                              
(2)  特 定 大 規 模 開 発 事 業 以 外 の 開 発 事 業  近 接 住 民 及 び 地 域 ま ち 

                              
づ く り 計 画 運 営 団 体 を 対 象 と し て 行 う 説 明 会 の 開 催 又 は 戸 別 訪 

             
問 そ の 他 市 長 が 認 め る 方 法 

２  開 発 事 業 者 等 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 意 見 書 の 提 出 が あ っ た と き 
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は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に 
  

よ り 書 面 の 提 出 を 行 う ま で に 、 当 該 意 見 書 に 対 す る 見 解 を 記 載 し 
 

た 書 面 （ 当 該 書 面 に 記 載 す べ き 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 を 含 む 
 

。 以 下 「 見 解 書 」 と い う 。） を 当 該 意 見 書 を 提 出 し た 地 域 住 民 等 
 

に 交 付 し 、 又 は 送 付 し な け れ ば な ら な い 。 
 

 （ 開 発 事 業 構 想 書 等 の 提 出 等 ）       
 （ 開 発 事 業 の 構 想 に 対 す る 意 見 書 の 提 出 ） 

 開 発 事 業 者 は 、 地 域 住 民 等 へ の 周 知 が 終 了 し た 日 の 翌 日 か 
第 12 条   

 近 接 住 民 （ 特 定 大 規 模 開 発 事 業 の 場 合 に あ っ て は 、 地 域 住 

 ら 起 算 し て ５ 日 を 経 過 し た 日 （ 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 意 見 書 が 
 民 ） 及 び 地 域 ま ち づ く り 計 画 運 営 団 体 （ 以 下 「 近 接 住 民 等 」 と い 

 提 出 さ れ た 場 合 に あ っ て は 全 て の 意 見 書 に つ い て 同 条 第 ２ 項 の 規 
 う 。） は 、 開 発 事 業 （ 第 ２ 条 第 ２ 号 カ に 掲 げ る も の を 除 く 。） に 

 定 に よ り 見 解 書 を 交 付 し 、 又 は 送 付 し た 日 、 第 10 条 第 １ 項 第 ３ 号 
 係 る 前 条 の 説 明 が 終 了 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ５ 日 以 内 に 、 同 

 に 掲 げ る 開 発 事 業 等 に あ っ て は 標 識 の 設 置 を 行 っ た 日 ） 以 後 に 、 
 条 の 開 発 事 業 の 構 想 に 対 す る 意 見 を 記 載 し た 書 面 （ 以 下 「 意 見 書 

 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 同 号 に 掲 げ る 開 発 
」 と い う 。） を 開 発 事 業 者 に 提 出 す る こ と が で き る 。 

事 業 等 に あ っ て は 、 第 １ 号 及 び 第 ５ 号 に 掲 げ る 事 項 に 限 る 。） を 
  

 記 載 し た 書 面 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 
  

(1)  地 域 住 民 等 へ の 周 知 を 行 っ た 開 発 事 業 の 構 想 （ 第 10 条 第 １ 項 
   

  第 ３ 号 に 掲 げ る 開 発 事 業 等 に あ っ て は 、 標 識 の 設 置 を 行 っ た と 
   

  き （ 第 ３ 項 に 規 定 す る 標 識 の 修 正 を 行 っ た 場 合 に あ っ て は 、 当 
 

該 標 識 の 修 正 を 行 っ た と き ） の 開 発 事 業 の 構 想 ） 
 

 (2)  開 発 事 業 の 地 域 住 民 等 へ の 周 知 の 状 況 
   

(3)  開 発 事 業 の 構 想 に 対 す る 地 域 住 民 等 の 意 見 
   

 (4)  前 号 の 意 見 に 対 す る 開 発 事 業 者 の 見 解 
   

 (5)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項 
 

土 石 の 堆 積 事 業 者 は 、 地 域 住 民 等 へ の 周 知 が 終 了 し た 日 の 翌 日 
２   
  開 発 事 業 者 は 、 意 見 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 次 条 第 １ 項 の 規 

 か ら 起 算 し て ５ 日 を 経 過 し た 日 （ 第 10 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 開 
 定 に よ り 開 発 事 業 計 画 書 の 提 出 を 行 う ま で に 、 当 該 意 見 書 に 対 す 

 発 事 業 等 に あ っ て は 、 標 識 の 設 置 を 行 っ た 日 ） 以 後 に 、 規 則 で 定 
 る 見 解 を 記 載 し た 書 面 を 当 該 意 見 書 を 提 出 し た 近 接 住 民 等 に 送 付 
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 め る と こ ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 同 号 に 掲 げ る 開 発 事 業 等 に 
し な け れ ば な ら な い 。 

 あ っ て は 、 第 １ 号 及 び 第 ５ 号 に 掲 げ る 事 項 に 限 る 。） を 記 載 し た 
 

 書 面 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 
 

 (1)  地 域 住 民 等 へ の 周 知 を 行 っ た 土 石 の 堆 積 事 業 の 構 想 （ 第 10 条 
 

第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 開 発 事 業 等 に あ っ て は 、 標 識 の 設 置 を 行 
 

っ た と き （ 次 項 に 規 定 す る 標 識 の 修 正 を 行 っ た 場 合 に あ っ て は 
 

、 当 該 標 識 の 修 正 を 行 っ た と き ） の 土 石 の 堆 積 事 業 の 構 想 ） 
 

 (2)  土 石 の 堆 積 事 業 の 地 域 住 民 等 へ の 周 知 の 状 況 
 

 (3)  土 石 の 堆 積 事 業 の 構 想 に 対 す る 地 域 住 民 等 の 意 見 
 

 (4)  前 号 の 意 見 に 対 す る 土 石 の 堆 積 事 業 者 の 見 解 
 

 (5)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項 
 

３  開 発 事 業 者 等 は 、 開 発 事 業 構 想 書 等 に 記 載 す る 開 発 事 業 等 の 構 
  

 想 が 、 標 識 の 設 置 を 行 っ た と き （ 第 15 条 第 ２ 項 又 は 第 20 条 第 ３ 項 
  

 の 規 定 に よ り こ の 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に あ っ て は 、 第 15  
 

 条 第 １ 項 又 は 第 20 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る こ の 項 に 規 定 す る 標 識 の 
  

修 正 を 行 っ た と き ） の 開 発 事 業 等 の 構 想 と 異 な る こ と と な っ た 場 
 

 合 は 、 開 発 事 業 構 想 書 等 を 提 出 す る 前 に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に 
 

 よ り 、 当 該 標 識 に 係 る 必 要 な 修 正 （ 以 下 「 標 識 の 修 正 」 と い う 。 
 

 ） を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 
 

４  開 発 事 業 者 等 は 、 開 発 事 業 構 想 書 等 を 市 長 に 提 出 し た と き は 、 
  

 速 や か に 、 そ の 提 出 年 月 日 を 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 設 置 し た 
  

 標 識 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 
 

５  市 長 は 、 開 発 事 業 構 想 書 等 の 提 出 が あ っ た と き は 、 規 則 で 定 め 
 

 る と こ ろ に よ り 、 遅 滞 な く 、 こ れ を 14 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る も 
 

 の と す る 。 
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６  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 開 発 事 業 構 想 書 等 を 縦 覧 に 供 す る こ 
 

 と を 開 始 す る と き は 、 速 や か に 、 開 発 事 業 者 等 に 当 該 縦 覧 に 供 す 
 

 る 期 間 を 通 知 す る も の と す る 。 
 

７  前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 開 発 事 業 者 等 は 、 速 や か に 、 第 
 

 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 設 置 し た 標 識 に 開 発 事 業 構 想 書 等 の 縦 覧 
 

 に 供 す る 期 間 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 
  

               
 （ 開 発 事 業 計 画 書 の 提 出 等 ） 

                                
第 13 条  開 発 事 業 者 は 、 第 11 条 の 説 明 が 終 了 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 

                               
 し て ５ 日 を 経 過 し た 日 （ 第 ２ 条 第 ２ 号 カ に 掲 げ る 開 発 事 業 に あ っ 

                               
 て は 、 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 っ た 日 の 翌 日 ） 以 後 に 

                               
 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 第 ２ 条 第 ２ 号 カ に 掲 げ る 開 発 事 業 に あ っ て は 

                               
 、 第 １ 号 に 掲 げ る 事 項 ） を 記 載 し た 書 面 （ 以 下 「 開 発 事 業 計 画 書 

                               
」 と い う 。） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

                               
(1)  開 発 事 業 区 域 内 の 土 地 の 利 用 計 画 、 予 定 さ れ る 建 築 物 の 概 要 

            
  等 の 開 発 事 業 の 構 想 

                      
(2)  第 11 条 の 規 定 に よ る 開 発 事 業 の 説 明 の 状 況 

                      
(3)  開 発 事 業 の 構 想 に 対 す る 近 接 住 民 等 の 意 見 

                    
(4)  前 号 の 意 見 に 対 す る 開 発 事 業 者 の 見 解 

                               
２  開 発 事 業 者 は 、 開 発 事 業 計 画 書 を 市 長 に 提 出 し た と き は 、 速 や 

                               
 か に 、 そ の 旨 及 び 提 出 年 月 日 を 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 設 置 し 

                               
 た 標 識 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。    

                               
３  市 長 は 、 開 発 事 業 計 画 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 遅 滞 な く 、 こ 

                      
 れ を 14 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。 

                               
 ４  市 長 は 、 開 発 事 業 計 画 書 （ 第 ２ 条 第 ２ 号 カ に 掲 げ る 開 発 事 業 に 

                               
 係 る も の を 除 く 。） の 提 出 が あ っ た と き は 、 そ の 開 発 事 業 者 に 対 
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 し 、 こ の 条 例 に 定 め る 手 続 及 び 基 準 を 遵 守 す る よ う 必 要 な 指 導 及 

              
 び 助 言 を す る も の と す る 。 

  開 発 事 業 者 等 
 （       の 見 解 に 対 す る 再 意 見 書 の 提 出 ） 
  開 発 事 業 者 

第 13 条  開 発 事 業 等 に 係 る 地 域 住 民 等 （ 第 10 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ 
第 14 条  第 ２ 条 第 ２ 号 カ に 掲 げ る 開 発 事 業 以 外 の 開 発 事 業 に 係 る 近 

 る 開 発 事 業 等 に 係 る も の を 除 く 。） は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ 
 接 住 民 等 は 、 前 条 第 ３ 項 の 縦 覧 の 期 間 満 了 の 日 ま で に 、 同 条 第 １ 

り 、 前 条 第 ５ 項 の 縦 覧 の 期 間 満 了 の 日 ま で に 、 開 発 事 業 構 想 書 等 
項 第 ４ 号 に 掲 げ る 開 発 事 業 者 の 見 解 に 対 す る 意 見 を 記 載 し た 書 面 

の 内 容 に 対 す る 意 見 を 記 載 し た 書 面 （ 当 該 書 面 に 記 載 す べ き 事 項 
（ 以 下 「 再 意 見 書 」 と い う 。） を 市 長 を 経 由 し て 、 当 該 開 発 事 業 

を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 を 含 む 。 以 下 「 再 意 見 書 」 と い う 。） を 市 
者 に 提 出 す る こ と が で き る 。 

長 を 経 由 し て 、 開 発 事 業 者 等 に 提 出 す る こ と が で き る 。 
 

      前 項 の 規 定 に よ る 再 意 見 書 の 
２  市 長 は 、              提 出 が あ っ た と き は 、 遅 
      再 意 見 書 の                  

     開 発 事 業 者 等         交 付 し 、 又 は 
 滞 な く 、       に 当 該 再 意 見 書 を       送 付 す る も 
     開 発 事 業 者 

                     開 発 事 業 者 等     
 の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 市 長 は 、 当 該       に 対 し 
                     開 発 事 業 者      

 、 再 意 見 書 に 関 す る 事 項 に つ い て 必 要 な 指 導 及 び 助 言 を す る も の

と す る 。 

  開 発 事 業 者 等        に よ る 再 意 見 書 の 交 付 又 は 
３        は 、 前 項 の 規 定             送 付 を 
  開 発 事 業 者         に よ り 再 意 見 書 の 

       、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 
 受 け た と き は                                   、 当 該 再 意 見 書 に 対 す 
 

             当 該 書 面 に 記 載 す べ き 事 項 を 記 録 し た 電 
 る 見 解 を 記 載 し た 書 面 （   
                       

 磁 的 記 録 を 含 む 。 
         以 下 「 再 見 解 書 」 と い う 。） を 当 該 再 意 見 書 を 
 

       交 付 し 、 又 は                   
 提 出 し た 者 に       送 付 す る と と も に 、 当 該 再 見 解 書 の 写 
 

  （ 当 該 再 見 解 書 が 電 磁 的 記 録 を も っ て 作 成 さ れ て い る 場 合 に あ 
し 
 

っ て は 、 当 該 電 磁 的 記 録 を 出 力 し た 書 面 。 第 16 条 第 ４ 項 に お い て 
 

同 じ 。）  
     を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 
 

 （ 公 共 施 設 の 管 理 者 等 へ の 説 明 ） 

第 14 条    
 第 ２ 条 第 ２ 号 ア 又 は オ に 掲 げ る 開 発 事 業 に 係 る 開 発 事 

第 14 条 の ２ 

            つ い て 都 市 計 画 法 
 業 者 は 、 当 該 開 発 事 業 に         第 32 条 第 １ 項 の 規 定 に 
            つ い て 法 
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 よ る 同 意 又 は 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 協 議 が 必 要 と な る 場 合 に あ 

     標 識 の 設 置 を 行 っ た            
 っ て は 、                    日 の 翌 日 以 後 
     第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 標 識 を 設 置 し た 

  、 同 条 第 １ 項    
 に         に 規 定 す る 公 共 施 設 の 管 理 者 又 は 同 条 第 ２ 項 
  、 法 第 32 条 第 １ 項 

 に 規 定 す る 公 共 施 設 を 管 理 す る こ と と な る 者 そ の 他 都 市 計 画 法 施 

 行 令 （ 昭 和 44 年 政 令 第 158 号 。 以 下 「 政 令 」 と い う 。） 第 23 条 に 

 規 定 す る 者 に 対 し 、 当 該 公 共 施 設 に 係 る 事 項 等 に つ い て 説 明 を 行 

 わ な け れ ば な ら な い 。 

 （ 開 発 事 業 等 の 構 想 を 変 更 す る 場 合 の 再 手 続 ） 
 （ 開 発 事 業 計 画 書 を 変 更 す る 場 合 の 再 手 続 ）   

    開 発 事 業 者 等 は 、 開 発 事 業 構 想 書 等 を 提 出 し た 日 か ら 第 17  
第 15 条                   
    開 発 事 業 者 は 、 開 発 事 業 計 画 書 を 提 出 し た 日 か ら 第 17 条 第 

 条 第 １ 項 に 規 定 す る 開 発 事 業 等 の 計 画 の 同 意 （ 第 20 条 第 ３ 項 の 規 
 １ 項 の 同 意 を 得 る ま で の 間 に お い て 第 13 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 

 定 に よ り こ の 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る と き に あ っ て は 、 第 20 条 第 
 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 そ の 旨 を 書 面 に よ 

 １ 項 の 規 定 に よ る 開 発 事 業 等 の 計 画 変 更 の 同 意 ） を 得 る ま で の 間 
 り 市 長 に 届 け 出 る と と も に 、 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 設 置 し た 

 に お い て 第 12 条 第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 項 を 変 
 標 識 に 表 示 さ れ た 事 項 に つ い て 必 要 な 修 正 を 行 わ な け れ ば な ら な 

 更 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 標 識 の 修 正 を 行 う と と も に 
 い 。 

 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 旨 を 書 面 に よ り 市 長 に 届 け 出 
 

 な け れ ば な ら な い 。 
  

  開 発 事 業 者 等 は 、 第 12 条 第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ 
２   
  開 発 事 業 者 は 、 第 13 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 項 を 変 更 し た と 

 る 事 項 を 変 更 し た と き は 、 第 10 条 か ら 前 条 ま で に 定 め る 手 続 を 行 
 き は 、 第 11 条 か ら 前 条 ま で に 定 め る 手 続 （ 第 ２ 条 第 ２ 号 カ に 掲 げ 

 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 に つ い て 
 る 開 発 事 業 に あ っ て は 、 第 13 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 定 め る 手 続 ） 

 は 、 こ の 限 り で な い 。                     
 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 

                               
 に よ る 協 議 の 結 果 及 び 横 浜 市 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 及 び 開 発 事 業 
                              
 に 係 る 住 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ５ 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 

                               
 35 号 ） 第 14 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る あ っ せ ん 又 は 同 

                               
 条 例 第 21 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 調 停 （ 以 下 「 あ っ せ ん 又 は 調 停 」 

                               
 と い う 。） に 基 づ く 変 更 並 び に 規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 に つ い て 
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 は 、 こ の 限 り で な い 。 

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 っ た 開 発 事 業 者 等 に 対 し 
  

 、 こ の 条 例 に 定 め る 手 続 及 び 基 準 を 遵 守 す る よ う 必 要 な 指 導 及 び 
  

 助 言 を す る こ と が で き る 。 
  

        開 発 事 業 等 の 構 想 
    第 ２ 節          に 関 す る 協 議 
        開 発 事 業 の 計 画 

    特 定 大 規 模 開 発 事 業 等 を 行 お う と す る 開 発 事 業 者 等 は 、 次 
第 16 条                   
    特 定 大 規 模 開 発 事 業 を 行 お う と す る 開 発 事 業 者 は 、 次 に 掲 

 に 掲 げ る 事 項 （ 土 石 の 堆 積 事 業 に あ っ て は 、 第 １ 号 、 第 ４ 号 及 び 
 げ る 事 項 に つ い て 、 市 長 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。 

 第 ７ 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。） の う ち 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 市 長 が 
  

通 知 す る も の に つ い て 、 市 長 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。 
  

   特 定 大 規 模 開 発 事 業 等 （ 土 石 の 堆 積 事 業 を 除 く 。 第 ７ 号 に お 
 (1)             
   特 定 大 規 模 開 発 事 業 

  い て 同 じ 。）  
        に 伴 い 必 要 と な る 開 発 事 業 区 域 内 外 の 公 共 施 設 及 
  

  び 公 益 的 施 設 の 整 備 に 関 す る こ と 。 

   （ 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 

   開 発 事 業 等 区 域 
 (5)         に お け る 防 犯 対 策 に 関 す る こ と 。 
   開 発 事 業 区 域 

   開 発 事 業 等 区 域 
 (6)         及 び そ の 周 辺 の 道 路 に お け る 通 行 の 安 全 の 確 
   開 発 事 業 区 域 

  保 に 関 す る こ と 。 

              特 定 大 規 模 開 発 事 業 等 
 (7)  次 の い ず れ か に 該 当 す る           に つ い て は 、 
              特 定 大 規 模 開 発 事 業 

  開 発 事 業 区 域 及 び そ の 周 辺 に お け る 利 便 の 増 進 に 寄 与 す る も の 

  と し て 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 公 益 的 施 設 を 整 備 す る た め の 用 

  地 の 横 浜 市 へ の 譲 渡 に 関 す る こ と 。 

                       特 定 大 規 模 開 発 
ア  開 発 事 業 区 域 の 面 積 が ３ ヘ ク タ ー ル 以 上 の 

                       特 定 大 規 模 開 発 

   事 業 等 
事 業 

  イ  住 戸 の 数 が 500 戸 以 上 の 共 同 住 宅 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 

      特 定 大 規 模 開 発 事 業 等 
   で 行 う 
      特 定 大 規 模 開 発 事 業 

                         特 定 大 規 模 
  ウ  住 戸 の 数 が 500 戸 以 上 の 共 同 住 宅 の 建 築 で あ る 
                         特 定 大 規 模 
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   開 発 事 業 等 
   開 発 事 業 

   （ 第 ８ 号 省 略 ） 

  前 項 の 規 定 は 、 特 定 大 規 模 開 発 事 業 等 が 次 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 
２         
  開 発 事 業 者 （ 第 ２ 条 第 ２ 号 カ に 掲 げ る 開 発 事 業 又 は 特 定 大 規 模 

す る と き は 、 適 用 し な い 。                                              
 開 発 事 業 に 係 る 開 発 事 業 者 を 除 く 。） は 、 再 意 見 書 が 提 出 さ れ た 

                                                                                
場 合 に お い て 、 市 長 が 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、 開 発 事 業 計 画 

                                                                                
書 の 内 容 の う ち 市 長 が そ の 都 度 定 め る 事 項 に つ い て 、 市 長 と 協 議 

                                                                                
し な け れ ば な ら な い 。 

 (1)  都 市 計 画 法 第 29 条 第 １ 項 第 ４ 号 か ら 第 11 号 ま で に 規 定 す る 開 
  

発 行 為 に 該 当 す る 場 合 
  

(2)  第 ３ 条 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 の 開 発 事 業 に 該 当 す る 場 合 
 

 (3)  開 発 事 業 の 構 想 に 掲 げ る 開 発 事 業 区 域 内 の 土 地 の 利 用 に 宅 地 
 

（ 盛 土 規 制 法 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 宅 地 を い う 。 第 18 条 第 １ 
 

項 に お い て 同 じ 。） が 含 ま れ な い 場 合 
 

 開 発 事 業 者 等 （ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 協 議 を 行 う 開 発 事 業 者 等 を 
３ 

前 ２ 項 の 規 定 に よ る 協 議 （ 以 下 「 開 発 協 議 」 と い う 。） を 行 お 

除 く 。） は 、 再 意 見 書 が 提 出 さ れ た 場 合 に お い て は 、 開 発 事 業 構 
う と す る 開 発 事 業 者 は 、 第 13 条 第 ３ 項 の 縦 覧 の 期 間 満 了 の 日 の 翌 

想 書 等 の 内 容 の う ち 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 市 長 が 通 知 す る 事 項 に つ 
日 以 後 （ 再 意 見 書 が 提 出 さ れ た 場 合 に あ っ て は 、 再 見 解 書 の 写 し 

い て 、 市 長 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。             
を 市 長 に 提 出 し た 日 以 後 ） に 、 書 面 に よ り 開 発 協 議 の 申 出 を し な 

         
 け れ ば な ら な い 。 

  第 １ 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 協 議 （ 以 下 「 開 発 等 協 議 」 と い う 
４ 

 市 長 は 、 開 発 協 議 を 行 う に 当 た っ て は 、 協 議 す る 事 項 に 関 す る 

。） を 行 お う と す る 開 発 事 業 者 等 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 協 議 に 
市 長 の 見 解 を 記 載 し た 書 面 （ 以 下 「 協 議 事 項 通 知 書 」 と い う 。）  

あ っ て は 第 12 条 第 ５ 項 の 縦 覧 に 供 す る 期 間 満 了 の 日 の 翌 日 以 後 、 
を 開 発 事 業 者 に 交 付 す る も の と す る 。 

前 項 の 規 定 に よ る 協 議 に あ っ て は 再 見 解 書 の 写 し を 市 長 に 提 出 し 
 

た 日 以 後 に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 開 発 等 協 議 の 申 出 を し 
 

な け れ ば な ら な い 。 
 

 市 長 は 、 前 項 の 申 出 を 受 け た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ 
５ 

 市 長 は 、 開 発 協 議 が 終 了 し た と き は 、 そ の 結 果 を 記 載 し た 書 面 
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り 、 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の う ち 協 議 を 必 要 と 認 め る 事 項 を 書 
（ 以 下 「 協 議 結 果 通 知 書 」 と い う 。） を 開 発 事 業 者 に 交 付 す る も 

面 に よ り 開 発 事 業 者 等 に 通 知 す る も の と す る 。 
 の と す る 。 

６  開 発 事 業 者 等 は 、 開 発 等 協 議 が 終 了 し た と き は 、 規 則 で 定 め る 
 

と こ ろ に よ り 、 前 項 の 規 定 に よ り 市 長 が 通 知 し た 事 項 に つ い て の 
 

開 発 事 業 者 等 の 見 解 を 記 載 し た 書 面 （ 次 項 に お い て 「 開 発 等 協 議 
 

事 項 に 係 る 見 解 書 」 と い う 。） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 
 

。 
 

７  市 長 は 、 開 発 等 協 議 事 項 に 係 る 見 解 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 規 
 

則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 開 発 等 協 議 の 結 果 を 記 載 し た 書 面 （ 以 
 

下 「 開 発 等 協 議 結 果 通 知 書 」 と い う 。） を 当 該 開 発 事 業 者 等 に 交 
 

付 す る も の と す る 。   
 

        開 発 事 業 等 
    第 ３ 節       の 計 画 の 同 意 等 
        開 発 事 業   

  開 発 事 業 等   
 （      の 計 画 の 同 意 ） 
  開 発 事 業    

    開 発 事 業 者 等 は 、 実 施 し よ う と す る 開 発 事 業 等 に つ い て 開 
第 17 条                 
    開 発 事 業 者 は 、 当 該 開 発 事 業 の 計 画 を 策 定 し 、 そ の 計 画 に 

 発 事 業 の 計 画 又 は 土 石 の 堆 積 事 業 の 計 画 （ 以 下 「 開 発 事 業 等 の 計 
 つ い て 市 長 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。 

画 」 と い う 。） を 策 定 し 、 当 該 開 発 事 業 等 の 計 画 に つ い て 市 長 の 
 

同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。 
 

  前 項 の 同 意 を 得 よ う と す る 開 発 事 業 者 等 は 、 開 発 等 協 議 が 必 要 
２ 

前 項 の 同 意 を 得 よ う と す る 開 発 事 業 者 は 、 開 発 協 議 が 必 要 と な 

と な る 開 発 事 業 等 に あ っ て は 開 発 等 協 議 結 果 通 知 書 の 交 付 を 受 け 
る 開 発 事 業 に あ っ て は 協 議 事 項 通 知 書 の 交 付 を 受 け た 日 の 翌 日 以 

た 日 の 翌 日 以 後 に 、 そ れ 以 外 の 開 発 事 業 等 に あ っ て は 第 12 条 第 ５ 
後 に 、 そ れ 以 外 の 開 発 事 業 に あ っ て は 第 13 条 第 ３ 項 の 縦 覧 の 期 間 

項 の 縦 覧 に 供 す る 期 間 満 了 の 日 の 翌 日 以 後 に 、 規 則 で 定 め る と こ 
満 了 の 日 の 翌 日 以 後 に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 長 に 申 請 

ろ に よ り 、 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。 
 し な け れ ば な ら な い 。 

             開 発 事 業 者 等 は 、 当 該 開 発 事 業 等 
３  第 １ 項 の 場 合 に お い て 、                の 実 
             開 発 事 業 者 は 、 当 該 開 発 事 業 

      都 市 計 画 法 第 29 条 第 １ 項 
 施 に 必 要 な            若 し く は 第 43 条 第 １ 項 の 許 可 
      法 第 29 条 第 １ 項 

     同 法 第 34 条 の ２ 第 １ 項 
 の 申 請 、           若 し く は 第 43 条 第 ３ 項 の 協 議 の 申 
     法 第 34 条 の ２ 第 １ 項 
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 出 、 建 築 基 準 法 第 ６ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ６ 条 の ２ 第 １ 項 の 確 認 の 

            若 し く は 第 ４ 項 
申 請 、 同 法 第 18 条 第 ２ 項        の 規 定 に よ る 計 画 の 通 知 

 

、 同 法 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定 に よ る 道 路 の 位 置 の 指 定 の 申 請 

   盛 土 規 制 法 第 12 条 第 １ 項 の 許 可 の 申 請 又 は 盛 土 規 制 法 第 15 条 
 又 は 
   宅 地 造 成 等 規 制 法 一 部 改 正 法 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 

 第 １ 項 の 協 議 の 申 出                      
 な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 旧 宅 地 造 成 等 規 制 法 第 ８ 条 第 １ 

         
        を 行 う 日 ま で に 第 １ 項 の 同 意 を 得 る よ う に 努 め な 
 項 の 許 可 の 申 請 

 け れ ば な ら な い 。 

 （ 同 意 の 基 準 等 ） 

    市 長 は 、 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い 
第 18 条 

市 長 は 、 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い 

て 、 当 該 申 請 に 係 る 開 発 事 業 等 が 、 次 の 各 号 （ 当 該 申 請 に 係 る 開 
て 、 当 該 申 請 に 係 る 開 発 事 業 が 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 開 発 事 業 の 区 

発 事 業 等 が 土 石 の 堆 積 事 業 に 該 当 す る 場 合 、 当 該 申 請 に 係 る 開 発 
分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 規 定 に 適 合 し て お り 、 か つ 、 第 ９ 条 

事 業 が 第 ３ 条 第 １ 号 若 し く は 第 ２ 号 の 開 発 事 業 に 該 当 し 、 か つ 、 
及 び 第 11 条 か ら 第 15 条 ま で に 定 め る 手 続 が 終 了 し て い る と 認 め る 

当 該 開 発 事 業 の 実 施 に 当 た り 都 市 計 画 法 第 29 条 第 １ 項 の 許 可 を 要 
と き は 、 前 条 第 １ 項 の 同 意 を し な け れ ば な ら な い 。 

す る も の に 該 当 す る 場 合 又 は 当 該 申 請 に 係 る 開 発 事 業 の 構 想 に 掲 
 

げ る 開 発 事 業 区 域 内 の 土 地 の 利 用 に 宅 地 が 含 ま れ な い 場 合 に あ っ 
 

て は 、 第 １ 号 ） に 掲 げ る 同 意 の 基 準 を 満 た し て い る と 認 め る と き 
 

は 、 前 条 第 １ 項 の 同 意 を し な け れ ば な ら な い 。 
 

 地 域 住 民 等 へ の 周 知 が 第 10 条 の 規 定 に 従 っ て 行 わ れ て い る こ 
(1)  

   第 ２ 条 第 ２ 号 ア に 掲 げ る 開 発 事 業  次 項 第 １ 号 、 第 ４ 号 、 第 

  と 。          
  ５ 号 及 び 第 ８ 号 の 規 定 

   開 発 事 業 の 計 画 が 、 次 に 掲 げ る 開 発 事 業 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ 
 (2)    
   第 ２ 条 第 ２ 号 イ に 掲 げ る 開 発 事 業  次 項 第 ２ 号 か ら 第 ８ 号 ま 

  ぞ れ に 定 め る 整 備 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。 
  で の 規 定 

  ア  第 ２ 条 第 ２ 号 ア に 掲 げ る 開 発 事 業  次 項 第 １ 号 、 第 ４ 号 、 
   

   第 ５ 号 及 び 第 ８ 号 の 整 備 基 準 
 

  イ  第 ２ 条 第 ２ 号 イ に 掲 げ る 開 発 事 業  次 項 第 ２ 号 か ら 第 ８ 号 
     

   ま で 及 び 第 11 号 の 整 備 基 準 
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  ウ  第 ２ 条 第 ２ 号 ウ に 掲 げ る 開 発 事 業  次 項 第 ２ 号 か ら 第 ５ 号 
 

   ま で 、 第 ７ 号 、 第 ８ 号 及 び 第 11 号 の 整 備 基 準 
 

  エ  第 ２ 条 第 ２ 号 エ に 掲 げ る 開 発 事 業  次 項 第 １ 号 、 第 ４ 号 か 
 

   ら 第 ６ 号 ま で 及 び 第 11 号 の 整 備 基 準 
 

  オ  第 ２ 条 第 ２ 号 オ に 掲 げ る 開 発 事 業  次 項 第 １ 号 、 第 ５ 号 、 
 

   第 ８ 号 及 び 第 ９ 号 の 整 備 基 準 
 

  カ  第 ２ 条 第 ２ 号 カ に 掲 げ る 開 発 事 業  次 項 第 10 号 及 び 第 11 号 
 

   の 整 備 基 準 
 

                               
 (3)  第 ２ 条 第 ２ 号 ウ に 掲 げ る 開 発 事 業  次 項 第 ２ 号 か ら 第 ５ 号 ま 

                
  で 、 第 ７ 号 及 び 第 ８ 号 の 規 定 

                               
 (4)  第 ２ 条 第 ２ 号 エ に 掲 げ る 開 発 事 業  次 項 第 １ 号 及 び 第 ４ 号 か 

            
  ら 第 ６ 号 ま で の 規 定 

                               
 (5)  第 ２ 条 第 ２ 号 オ に 掲 げ る 開 発 事 業  次 項 第 １ 号 、 第 ５ 号 、 第 

             
  ８ 号 及 び 第 ９ 号 の 規 定 

                            
 (6)  第 ２ 条 第 ２ 号 カ に 掲 げ る 開 発 事 業  次 項 第 10 号 の 規 定 

       整 備 基 準   
２  開 発 事 業 の      は 、 次 の と お り と す る 。 
       同 意 の 基 準 

 (1)  開 発 事 業 区 域 が 幅 員 4.5 メ ー ト ル 未 満 の 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 

  律 第 180 号 ） に よ る 道 路 に 接 す る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 接 す る 

  部 分 に 沿 っ て 、 当 該 道 路 の 中 心 線 か ら の 水 平 距 離 が 2.25 メ ー ト 

  ル 以 上 と な る 幅 員 を 有 す る 公 共 の 用 に 供 す る 空 地 を 設 け 、 道 路 

                開 発 事 業 区 域 の 面 積 が 500 平 方 
  状 に 整 備 を 行 う こ と 。 た だ し 、 

 

  メ ー ト ル 未 満 の 場 合 又 は 
             当 該 開 発 事 業 区 域 の 形 状 、 周 囲 の 状 況 
 

  等 に よ り 当 該 道 路 の 通 行 の 安 全 上 支 障 が な い と 市 長 が 認 め る 場 

  合 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

（ 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 省 略 ） 
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 (4)  開 発 事 業 区 域 の 面 積 が 1,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 開 発 事 業 で 一 

  戸 建 て の 住 宅 以 外 の 建 築 物 の 建 築 を 目 的 と す る も の に つ い て は

  ア に 定 め る と こ ろ に よ り 、 開 発 事 業 区 域 の 面 積 が 1,000 平 方 メ ー 

  ト ル 未 満 の 開 発 事 業 及 び 開 発 事 業 区 域 の 面 積 が 1,000 平 方 メ ー ト

  ル 以 上 の 開 発 事 業 で 一 戸 建 て の 住 宅 の 建 築 を 目 的 と す る も の に 

  つ い て は ア 又 は イ に 定 め る と こ ろ に よ り 、 建 築 物 （ 第 ２ 条 第 ２ 

  号 ア に 掲 げ る 開 発 事 業 に あ っ て は 、 予 定 さ れ る 建 築 物 と す る 。 

  以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。） の 敷 地 （ 第 ２ 条 第 ２ 号 エ に 掲 げ る 

  開 発 事 業 に あ っ て は 、 宅 地 造 成 に 係 る 宅 地 の 区 域 と す る 。 以 下 

  こ の 号 に お い て 同 じ 。） 内 （ 当 該 建 築 物 の 屋 上 、 空 地 そ の 他 の 

  屋 外 に 限 る 。） に お い て 緑 化 又 は 既 存 の 樹 木 の 保 存 （ 以 下 「 緑 

 全 て   
  化 等 」 と い う 。） を 行 う こ と 。 た だ し 、 開 発 事 業 区 域 の 
 す べ て 

  が 都 市 緑 地 法 （ 昭 和 48 年 法 律 第 72 号 ） 第 34 条 第 １ 項 に 規 定 す る 

  緑 化 地 域 に 含 ま れ る 開 発 事 業 （ 第 ２ 条 第 ２ 号 ア 若 し く は イ に 掲 

  げ る も の の う ち 敷 地 面 積 が 500 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 建 築 物 の 建 

  築 を 目 的 と す る 部 分 又 は 同 号 ウ に 掲 げ る も の に 限 る 。）、 開 発 

 全 て   
  事 業 区 域 の    が 横 浜 市 風 致 地 区 条 例 （ 昭 和 45 年 ６ 月 横 浜 市 
 す べ て 

  条 例 第 35 号 ） 第 ５ 条 第 ６ 号 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 宅 地 の 造 成 等 

  （ 同 条 例 第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 宅 地 の 造 成 等 を い う 。 

                    、 開 発 事 業 区 域   全 
  ） に 係 る 土 地 の 区 域 に 含 ま れ る 開 発 事 業         の 
                    又 は 開 発 事 業 区 域  す 

  て   
    が 横 浜 市 地 区 計 画 の 区 域 内 に お け る 建 築 物 等 の 制 限 に 関 す 
  べ て 

  る 条 例 （ 平 成 ３ 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 57 号 ） 別 表 第 12 (あ) 欄 に 掲 げ 

  る 区 域 （ 当 該 区 域 に 係 る 地 区 整 備 計 画 に お い て 、 当 該 区 域 を ２ 

  以 上 の 地 区 に 区 分 し て い る 場 合 に あ っ て は 、 同 表(い) 欄 に 掲 げ る 

  地 区 ） に 含 ま れ る 開 発 事 業 （ 第 ２ 条 第 ２ 号 ア か ら ウ ま で に 掲 げ 
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          又 は 同 号 エ に 掲 げ る 開 発 事 業 の う ち 開 発 事 業 
  る も の に 限 る 。）  
          に つ い て 

  区 域 の 面 積 が 500 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 開 発 事 業 に あ っ て 
                           は 、 こ 
   

  の 限 り で な い 。 

   （ ア 及 び イ 省 略 ） 

 (5)  雨 水 調 整 池 そ の 他 の 洪 水 の 発 生 を 防 止 す る た め に 雨 水 の 流 出 

  を 抑 制 す る 施 設 （ 以 下 「 雨 水 流 出 抑 制 施 設 」 と い う 。） を 規 則 

                       第 ２ 条 第 ２ 号 エ 
  で 定 め る と こ ろ に よ り 設 置 す る こ と 。 た だ し 、 
 

  に 掲 げ る 開 発 事 業 の う ち 開 発 事 業 区 域 の 面 積 が 500 平 方 メ ー ト 
 

  ル 未 満 の 開 発 事 業 又 は 
            市 長 が 雨 水 流 出 抑 制 施 設 を 設 け る 必 要 が 
 

  な い と 認 め る 場 合 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

 (6)  開 発 事 業 区 域 内 の 下 水 の 放 流 先 の 排 水 能 力 に よ り 、 下 水 の 有 

  効 か つ 適 切 な 排 出 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る と 市 長 が 認 め る

  場 合 に あ っ て は 、 開 発 事 業 区 域 に お い て 一 時 雨 水 を 貯 留 す る 遊 

  水 池 そ の 他 の 適 当 な 施 設 を 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 設 置 す る 

     た だ し 、 第 ２ 条 第 ２ 号 エ に 掲 げ る 開 発 事 業 の う ち 開 発 事 
  こ と 。 
 

  業 区 域 の 面 積 が 500 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 開 発 事 業 に あ っ て は 、 
 

  こ の 限 り で な い 。 
 

   （ 第 ７ 号 か ら 第 ９ 号 ま で 省 略 ） 

 (10)  開 発 事 業 区 域 が 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 （ 建 築 基 準 法 第 53 条  

  の ２ の 規 定 に よ る 建 築 物 の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度 が 定 め ら れ て い 

  な い 区 域 に 限 る 。）、 第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 中 高 

  層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 種 住 居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 又 は 準 住 居 

  地 域 に 含 ま れ る 場 合 は 、 予 定 さ れ る 建 築 物 （ 用 途 が 住 宅 で あ る 

  も の に 限 る 。 以 下 こ の 号 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。） の 敷 地 面 積 

  の 最 低 限 度 が 、 100 平 方 メ ー ト ル で あ る こ と 。 た だ し 、 こ の 規 
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  定 の 施 行 又 は 適 用 の 際 現 に 建 築 物 の 敷 地 と し て 使 用 さ れ て い る 

  土 地 で こ の 規 定 に 適 合 し な い も の に つ い て そ の 全 部 を 一 の 敷 地 

  と し て 使 用 す る 場 合 、 開 発 事 業 区 域 が 第 一 種 住 居 地 域 、 第 二 種 

  住 居 地 域 又 は 準 住 居 地 域 に 含 ま れ て お り 、 か つ 、 予 定 さ れ る 建 

  築 物 の 敷 地 に 接 し て 幅 員 5.5 メ ー ト ル 以 上 の 道 路 を 配 置 す る 場 

         の 拡 幅 （ 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 25 年 政 令 第 33  
  合 （ 既 存 の 道 路 
 を 拡 幅 す る 

  8 号 ） 第 144 条 の ４ 第 １ 項 第 １ 号 ホ 及 び 横 浜 市 建 築 基 準 条 例 （ 
 

  昭 和 35 年 10 月 横 浜 市 条 例 第 20 号 ） 第 56 条 の ４ 第 ２ 項 第 ５ 号 の 基 
 

  準 に 適 合 す る た め に 行 わ れ る も の を 除 く 。） を す る 
                         場 合 を 除 く 
                    

                    都 市 計 画 法 第 12 条 の ５ 
  。）、 予 定 さ れ る 建 築 物 の 敷 地 の 全 部 が            
                    法 第 12 条 の ５ 第 ２ 項 

第 ２ 項 
     の 規 定 に 基 づ く 地 区 整 備 計 画 又 は 建 築 基 準 法 第 69 条 の 規 
 

定 に 基 づ く 建 築 協 定 に お い て 建 築 物 の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度 が 定

め ら れ た 区 域 に 含 ま れ る 場 合 そ の 他 市 長 が や む を 得 な い と 認 め

る 場 合 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

 (11)  開 発 事 業 区 域 が 道 路 法 に よ る 道 路 の う ち 横 浜 市 が 管 理 す る 道 
 

  路 に 接 す る 場 合 に お い て 、 当 該 道 路 が 車 両 及 び 歩 行 者 の 通 行 上 
 

  支 障 が な い 構 造 並 び に 道 路 管 理 上 支 障 が な い 構 造 と な る よ う 、 
 

整 備 を 行 う こ と 。 た だ し 、 開 発 事 業 の 実 施 に 当 た り 盛 土 規 制 法 
 

第 12 条 第 １ 項 の 許 可 を 要 し な い 場 合 若 し く は 都 市 計 画 法 第 29 条 
 

第 １ 項 の 許 可 を 要 す る 場 合 又 は 市 長 が 道 路 管 理 上 整 備 す る 必 要 
 

が な い と 認 め た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 
 

３  第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 
 

開 発 事 業 に つ い て 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お 
 

い て 、 当 該 開 発 事 業 が 第 １ 項 第 １ 号 の 同 意 の 基 準 を 満 た し て お り 
 

、 か つ 、 当 該 開 発 事 業 の 計 画 が 前 項 第 11 号 の 整 備 基 準 に 適 合 し て 
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い る と 認 め る と き は 、 前 条 第 １ 項 の 同 意 を し な け れ ば な ら な い 。 
 

 (1)  都 市 計 画 法 第 29 条 第 １ 項 第 ４ 号 か ら 第 11 号 ま で に 規 定 す る 開 
 

発 行 為 に 該 当 す る 開 発 事 業 で あ っ て 、 当 該 開 発 事 業 の 実 施 に 当 
 

た り 盛 土 規 制 法 第 12 条 第 １ 項 の 許 可 を 要 す る も の 
 

 (2)  第 ３ 条 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 の 開 発 事 業 で あ っ て 、 当 該 開 発 事 業 
 

の 実 施 に 当 た り 盛 土 規 制 法 第 12 条 第 １ 項 の 許 可 を 要 す る も の （ 
 

都 市 計 画 法 第 29 条 第 １ 項 の 許 可 を 要 す る も の を 除 く 。）  
 

４              第 ２ 項 第 10 号 
  予 定 さ れ る 建 築 物 の 敷 地 が       の 規 定 に よ る 制 限 を 受 
３              前 項 第 10 号 

 け る 区 域 の 内 外 に わ た る 場 合 に お い て 、 そ の 敷 地 の 過 半 が 当 該 区 

 域 に 属 す る と き は 、 そ の 敷 地 の 全 部 に つ い て 同 号 の 規 定 を 適 用 し 

 、 そ の 敷 地 の 過 半 が 当 該 区 域 の 外 に 属 す る と き は 、 そ の 敷 地 の 全 

 部 に つ い て 同 号 の 規 定 を 適 用 し な い 。 

５                   開 発 等 協 議 
  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、      が 必 要 と な る 
４                   開 発 協 議 

 開 発 事 業 等       開 発 等 協 議 
      に つ い て は 、      が 終 了 す る ま で の 間 は 、 前 条 
 開 発 事 業        開 発 協 議 

 第 １ 項 の 同 意 を し な い も の と す る 。 

          処 分 及 び 
 （ 同 意 又 は 不 同 意 の     通 知 ） 
 

第 19 条  市 長 は 、 第 17 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 

              処 分 を し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ 
 遅 滞 な く 、 同 意 又 は 不 同 意 の    
              決 定 を し 

 り           通 知 し な け れ ば な ら な い 
  、 そ の 旨 を 書 面 に よ り            。 
            通 知 す る も の と す る 

２  市 長 は 、 前 項 の 同 意 の 処 分 を す る に 当 た り 、 開 発 事 業 が 前 条 第 
 

 ２ 項 各 号 に 規 定 す る 整 備 基 準 に 適 合 す る よ う に 行 わ れ る こ と を 確 
 

 認 す る た め に 必 要 な 限 度 に お い て 、 当 該 同 意 の 処 分 に 条 件 を 付 す 
 

 る こ と が で き る 。 
 

３  開 発 事 業 者 等   第 １ 項 
        は 、    の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き は 、 速 
２  開 発 事 業 者    前 項 

     当 該 通 知 の 年 月 日    
 や か に 、           を 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 設 置 
     そ の 旨 及 び 通 知 年 月 日 
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 し た 標 識 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 変 更 の 同 意 ） 

    開 発 事 業 者 等 は 、 第 17 条 第 １ 項 の 同 意 を 得 た 開 発 事 業 等   
第 20 条                           の 
    第 17 条 第 １ 項 の 同 意 を 得 た 開 発 事 業 者 は 、 開 発 事 業 

 計 画 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 市 長 の 同 意 を 得 な

 け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 に つ い て は 、 

 こ の 限 り で な い 。 

前 項 の 同 意 を 得 よ う と す る 開 発 事 業 者 等 は 、 開 発 事 業 等 の 計 画 
２ 

 前 項 の 同 意 を 得 よ う と す る 開 発 事 業 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ 

の 変 更 に 向 け た 開 発 事 業 等 の 構 想 を 改 め て 策 定 し 、 あ ら か じ め 、 
に よ り 、 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 

標 識 の 修 正 を 行 う と と も に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 開 発 事 
該 開 発 事 業 者 は 、 あ っ せ ん 又 は 調 停 に 基 づ く 変 更 の 場 合 を 除 き 、 

業 等 の 構 想 を 変 更 す る 旨 を 書 面 に よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら 
あ ら か じ め 、 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 設 置 し た 標 識 に 表 示 さ れ 

な い 。                            
 た 事 項 に つ い て 必 要 な 修 正 を す る と と も に 、 第 11 条 か ら 第 14 条 の 

                               
 ２ ま で に 定 め る 手 続 （ 第 ２ 条 第 ２ 号 カ に 掲 げ る 開 発 事 業 に あ っ て 

                               
 は 、 第 13 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 定 め る 手 続 ） 及 び 開 発 協 議 を 行 わ 

           
 な け れ ば な ら な い 。 

第 １ 項 の 同 意 を 得 よ う と す る 開 発 事 業 者 等 は 、 あ ら か じ め 、 第 
３ 
  第 17 条 第 １ 項 の 同 意 を 得 た 開 発 事 業 者 は 、 第 １ 項 た だ し 書 の 規 

10 条 か ら 第 15 条 ま で に 定 め る 手 続 （ 第 10 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 
則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 書 面 に 

開 発 事 業 等 に あ っ て は 、 同 号 、 第 12 条 、 第 14 条 及 び 第 15 条 に 定 め 
よ り 市 長 に 届 け 出 る と と も に 、 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 設 置 し 

る 手 続 ） 及 び 開 発 等 協 議 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。        
た 標 識 に 表 示 さ れ た 事 項 に つ い て 必 要 な 修 正 を 行 わ な け れ ば な ら 

    
な い 。 

４  第 １ 項 の 同 意 を 得 よ う と す る 開 発 事 業 者 等 は 、 前 項 の 規 定 に よ 
 

り 開 発 等 協 議 を 行 う 開 発 事 業 等 に あ っ て は 当 該 開 発 等 協 議 に 係 る 
 

開 発 等 協 議 結 果 通 知 書 の 交 付 を 受 け た 日 の 翌 日 以 後 に 、 そ れ 以 外 
 

の 開 発 事 業 等 に あ っ て は 第 12 条 第 ５ 項 の 縦 覧 に 供 す る 期 間 満 了 の 
 

日 の 翌 日 以 後 に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 長 に 申 請 し な け 
 

れ ば な ら な い 。 
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５  開 発 事 業 者 等 は 、 第 17 条 第 １ 項 の 同 意 を 得 た 開 発 事 業 等 の 計 画 
 

に つ い て 第 １ 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を し た と き は 
 

、 遅 滞 な く 、 標 識 の 修 正 を 行 う と と も に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に 
 

よ り 、 そ の 旨 を 書 面 に よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 
 

６  第 １ 項 及 び 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 ２ 条 第 ２ 号 ア 、 オ 又 は 
 

カ に 掲 げ る 開 発 事 業 の 計 画 に つ い て 、 第 24 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 
 

同 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 （ 同 条 第 ４ 項 の 規 
 

定 に よ り 同 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 が 適 用 さ れ な い 場 合 を 除 く 
 

。） に あ っ て は 、 規 則 で 定 め る 変 更 を 行 う こ と が で き な い 。 
 

７  市 長 は 、 第 ２ 項 又 は 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 っ た 開 発 事 業 
 

者 等 に 対 し 、 こ の 条 例 に 定 め る 手 続 及 び 基 準 を 遵 守 す る よ う 必 要 
 

な 指 導 及 び 助 言 を す る こ と が で き る 。 
 

８ 
  （ 本 文 省 略 ） 
４ 

                               
５  第 １ 項 又 は 第 ３ 項 の 場 合 に お け る 第 22 条 及 び 第 24 条 の 規 定 の 適 

                              
用 に つ い て は 、 第 １ 項 の 同 意 又 は 第 ３ 項 の 届 出 に 係 る 変 更 後 の 内 

                    
容 を 第 17 条 第 １ 項 の 同 意 の 内 容 と み な す 。 

９  第 １ 項 又 は 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 、 開 発 事 業 等 の 計 画 を 変 更 し た 
 

場 合 に お け る 第 ６ 項 、 第 22 条 及 び 第 24 条 の 規 定 （ 土 石 の 堆 積 事 業 
 

に あ っ て は 、 第 22 条 及 び 第 24 条 第 １ 項 の 規 定 に 限 る 。） の 適 用 に 
 

つ い て は 、 第 １ 項 の 同 意 又 は 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 変 更 
 

後 の 開 発 事 業 等 の 計 画 を 第 17 条 第 １ 項 の 同 意 を 得 た 開 発 事 業 等 の 
 

計 画 と み な す 。 
 

  開 発 事 業 等 
 （      の 廃 止 ） 
  開 発 事 業 

    開 発 事 業 者 等   標 識 の 設 置 を 行 っ た           
第 21 条        は 、 
    開 発 事 業 者    第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 標 識 を 設 置 し 

        開 発 事 業 等 を        、 規 則 で 定 め る と こ 
  後 に お い て 、       廃 止 し た と き は 
 た       開 発 事 業 を 
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 ろ に よ り 
     、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 書 面 に よ り 市 長 に 届 け 出 る と と も 
 

 に 、 そ の 旨 を 記 載 し た 標 識 を 設 置 し 、 相 当 な 期 間 掲 出 し て お か な 

 け れ ば な ら な い 。 

 （ 同 意 に 基 づ く 地 位 の 承 継 ） 

第 22 条  第 17 条 第 １ 項 の 同 意 を 得 た 者 の 相 続 人 そ の 他 の 一 般 承 継 人 

 は 、 被 承 継 人 が 有 し て い た 当 該 同 意 に 基 づ く 地 位 を 承 継 す る 。 こ 

                         、 標 識 の 修 
 の 場 合 に お い て 、 当 該 地 位 を 承 継 し た 者 は 、 遅 滞 な く 
 

 正 を 行 う と と も に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 
               、 そ の 旨 を 書 面 に 

 

 よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

                 当 該 開 発 事 業 等 に 係 る 開 発 事 
２  第 17 条 第 １ 項 の 同 意 を 得 た 者 か ら 
                 当 該 開 発 事 業 区 域 

 業 等 区 域                        又 は 
     内 の 土 地 の 所 有 権 そ の 他 当 該 開 発 事 業 に 関 す る 工 事 
      

 土 石 の 堆 積 事 業 に 関 す る 工 事 （ 以 下 「 開 発 事 業 等 に 関 す る 工 事 」 
  

 と い う 。）               、 規 則 で 定 め る と こ ろ 
      を 施 行 す る 権 原 を 取 得 し た 者 は 
 

 に よ り                 当 該 開 発 事 業 等 の 計 画 
    、 市 長 の 書 面 に よ る 承 認 を 受 け て 、 
                    当 該 開 発 事 業 の 

 の 
  同 意 を 得 た 者 が 有 し て い た 当 該 同 意 に 基 づ く 地 位 を 承 継 す る こ 
  

       こ の 場 合 に お い て 、 当 該 地 位 を 承 継 し た 者 は 、 速 や 
 と が で き る 。 
 

 か に 、 標 識 の 修 正 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 
 

 （ 同 意 の 取 消 し ） 

市 長 は 、 開 発 事 業 者 等 が 第 17 条 第 １ 項 の 同 意 又 は 第 20 条 第 
第 23 条 
    市 長 は 、 開 発 事 業 者 が 虚 偽 の 申 請 そ の 他 の 不 正 な 手 段 に よ 

１ 項 の 同 意 を 虚 偽 の 申 請 そ の 他 の 不 正 な 手 段 に よ り 得 た と 認 め ら 
り 第 17 条 第 １ 項 の 同 意 又 は 第 20 条 第 １ 項 の 同 意 を 得 た と 認 め ら れ 

れ る 場 合 又 は そ れ ら の 同 意 に 付 し た 条 件 に 違 反 し た と 認 め ら れ る 
る 場 合 は 、 当 該 同 意 を 取 り 消 す こ と が で き る 。 

場 合 は 、 当 該 同 意 を 取 り 消 す こ と が で き る 。 
 

        開 発 事 業 等 
    第 ４ 節       に 関 す る 工 事 の 着 手 制 限 等 
        開 発 事 業 

  開 発 事 業 等 
 （      の 計 画 の 遵 守 ） 
  開 発 事 業 

    開 発 事 業 者 等   開 発 事 業 等 に 
第 24 条        及 び       関 す る 工 事 の 請 負 人 （ 請 負 
    開 発 事 業 者    開 発 事 業 に 
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 工 事 の 下 請 人 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） （ 次 項 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 

                開 発 事 業 等 の        
 ） は 、 第 17 条 第 １ 項 の 同 意 を 得 た       計 画 に 従 い 、 当 該 
                開 発 事 業 の         

 開 発 事 業 等 に 
       関 す る 工 事 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 
 開 発 事 業 に 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

３  第 ２ 条 第 ２ 号 ア 又 は オ に 掲 げ る 開 発 事 業 に つ い て は 当 該 開 発 事 

           都 市 計 画 法 第 36 条 第 ３ 項 
 業 に 関 す る 工 事 に 係 る            の 規 定 に よ る 公 告 
           法 第 36 条 第 ３ 項 

 が あ っ た 後 、 同 号 カ に 掲 げ る 開 発 事 業 に つ い て は 当 該 開 発 事 業 に 

 関 す る 工 事 に 係 る 建 築 基 準 法 施 行 規 則 （ 昭 和 25 年 建 設 省 令 第 40 号

 ） 第 10 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ っ た 後 に お い て も 、 前 ２ 項 

 の 規 定 を 適 用 す る 。 

４  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に あ 

 っ て は 、 適 用 し な い 。 

 (1)  第 ２ 条 第 ２ 号 ア 又 は オ に 掲 げ る 開 発 事 業 に つ い て 、 当 該 開 発 

             都 市 計 画 法 
  事 業 に 関 す る 工 事 に 係 る      第 36 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 
             法 

  公 告 が あ っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 し た 場 合 

   （ 第 ２ 号 省 略 ） 

 (3)  第 ２ 条 第 ２ 号 ア 、 オ 又 は カ に 掲 げ る 開 発 事 業 に 係 る 予 定 さ れ 

                                                                  、 第 ７ 条 の 
る 建 築 物 の 全 て に つ い て 、 建 築 基 準 法 第 ７ 条 第 ５ 項 
                                                             又 は 同 法 第 

２ 第 ５ 項 又 は 第 18 条 第 22 項 若 し く は 第 26 項 
                   の 規 定 に よ る 検 査 済 
７ 条 の ２ 第 ５ 項 

証 が 交 付 さ れ た 場 合 

（ 開 発 事 業 等 に 関 す る 工 事 の 着 手 制 限 ） 
 （ 開 発 事 業 に 関 す る 工 事 の 着 手 制 限 ） 

開 発 事 業 者 等 及 び 開 発 事 業 等 に 関 す る 工 事 の 請 負 人 は 、 開 
第 25 条 
         開 発 事 業 者 及 び 開 発 事 業 に 関 す る 工 事 の 請 負 人 は 、 開 発 事 

発 事 業 者 等 が 第 17 条 第 １ 項 の 同 意 を 得 た 後 で な け れ ば 、 当 該 開 発 
業 者 が 第 17 条 第 １ 項 の 同 意 を 得 た 後 で な け れ ば 、 開 発 事 業 に 関 す 

事 業 等 に 関 す る 工 事 に 着 手 し て は な ら な い 。 
る 工 事 に 着 手 し て は な ら な い 。 

 開 発 事 業 者 等 及 び 開 発 事 業 等 に 関 す る 工 事 の 請 負 人 は 、 開 発 事 
２   
   開 発 事 業 者 及 び 開 発 事 業 に 関 す る 工 事 の 請 負 人 は 、 開 発 事 業 者 
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業 者 等 が 開 発 事 業 等 の 計 画 の 変 更 （ 第 20 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 則 
が 開 発 事 業 の 計 画 の 変 更 （ 第 20 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 

で 定 め る 軽 微 な 変 更 を 除 く 。） に つ い て 同 項 の 同 意 を 得 た 後 で な 
軽 微 な 変 更 を 除 く 。） に つ い て 同 項 の 同 意 を 得 た 後 で な け れ ば 、 

け れ ば 、 当 該 変 更 に 係 る 開 発 事 業 等 に 関 す る 工 事 に 着 手 し て は な 
当 該 変 更 に 係 る 開 発 事 業 に 関 す る 工 事 に 着 手 し て は な ら な い 。 

ら な い 。 
 

    都 市 計 画 法 
第 34 条       第 33 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 開 発 区 域 内 に お い て 予 
    法 

 定 さ れ る 建 築 物 の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度 は 、 当 該 建 築 物 の 用 途 が 住 

 宅 で あ る 場 合 に 限 り 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 地 域 又 は 区 域 の 区 分 に 応 

 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。 た だ し 、 こ の 規 定 の 施 行 又 

 は 適 用 の 際 現 に 建 築 物 の 敷 地 と し て 使 用 さ れ て い る 土 地 で こ の 規 

 定 に 適 合 し な い も の に つ い て そ の 全 部 を 一 の 敷 地 と し て 使 用 す る 

 場 合 、 開 発 区 域 が 第 一 種 住 居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 又 は 準 住 居 地 

 域 に 含 ま れ て お り 、 か つ 、 予 定 さ れ る 建 築 物 の 敷 地 に 接 し て 幅 員 

 の 拡 幅 （ 同 
 5.5 メ ー ト ル 以 上 の 道 路 を 配 置 す る 場 合 （ 既 存 の 道 路 
 を 拡 幅 す る 

 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 基 準 に 適 合 す る た め に 行 わ れ る も の を 除 く 。）  
  

を す る                        同 法 第 
    場 合 を 除 く 。）、 予 定 さ れ る 建 築 物 の 敷 地 の 全 部 が 
                           法 第 12  

 12 条 の ５ 第 ２ 項 
        の 規 定 に 基 づ く 地 区 整 備 計 画 又 は 建 築 基 準 法 第 69  
 条 の ５ 第 ２ 項 

 条 の 規 定 に 基 づ く 建 築 協 定 に お い て 建 築 物 の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度 

 が 定 め ら れ た 区 域 に 含 ま れ る 場 合 そ の 他 市 長 が や む を 得 な い と 認 

 め る 場 合 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

   （ 第 １ 号 、 第 ２ 号 、 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

    都 市 計 画 法 第 33 条 第 ５ 項 （ 同 法 
第 35 条                第 35 条 の ２ 第 ４ 項 に お い て 
    法 第 33 条 第 ５ 項 （ 法 

 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に 基 づ き 、 次 に 掲 げ る 景 観 計 画 （ 

 景 観 法 （ 平 成 16 年 法 律 第 110 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 景 観 計 

 画 を い う 。） に 定 め ら れ た 開 発 行 為 に つ い て の 制 限 は 、 開 発 許 可 

 の 基 準 と す る 。 た だ し 、 市 長 が 、 良 好 な 景 観 の 形 成 上 支 障 が な い 
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 と 認 め 、 又 は 公 益 上 や む を 得 な い と 認 め る と き は 、 当 該 基 準 の 全 

 部 又 は 一 部 を 適 用 し な い こ と が で き る 。 

   （ 第 １ 号 、 第 ２ 号 、 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

 （ 指 導 又 は 助 言 ） 

                            開 発 
第 36 条  市 長 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の た め 必 要 な 限 度 に お い て 、 
                            開 発 

 事 業 者 等 又 は 開 発 事 業 等 
            に 関 す る 工 事 の 請 負 人 （ 予 定 建 築 物 の 建 
 事 業 者 又 は 開 発 事 業 

 築 主 等 を 含 む 。） に 指 導 又 は 助 言 を 行 う こ と が で き る 。 

 （ 開 発 事 業 等 の 台 帳 等 の 閲 覧 ） 
 （ 開 発 事 業 の 台 帳 ） 

市 長 は 、 第 ２ 章 の 規 定 が 適 用 さ れ る 開 発 事 業 等 に つ い て 、 
第 37 条 
          市 長 は 、 第 ９ 条 第 ２ 項 の 届 出 に 係 る 書 面 、 開 発 事 業 計 画 書 

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 開 発 事 業 等 の 構 想 及 び 開 発 事 業 等 の 
、 再 見 解 書 、 第 15 条 第 １ 項 の 届 出 に 係 る 書 面 、 協 議 事 項 通 知 書 、 

計 画 の 概 要 並 び に 同 章 に 定 め る 手 続 の 状 況 を 記 載 し た 台 帳 を 作 成 
協 議 結 果 通 知 書 、 第 19 条 第 １ 項 （ 第 20 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 

し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 台 帳 を 一 般 の 閲 覧 に 供 す る 
場 合 を 含 む 。） の 同 意 又 は 不 同 意 の 決 定 に 係 る 書 面 、 第 20 条 第 ３ 

も の と す る 。                                                               
項 、 第 21 条 及 び 第 22 条 第 １ 項 の 届 出 に 係 る 書 面 並 び に 同 条 第 ２ 項 

                                                                              
の 承 認 に 係 る 書 面 に 基 づ き 台 帳 を 作 成 し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に 

                                                               
よ り 、 当 該 台 帳 を 一 般 の 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。 

２  市 長 は 、 開 発 事 業 者 等 か ら 市 長 に 提 出 さ れ た 第 ９ 条 第 ２ 項 、 第 
 

15 条 第 １ 項 並 び に 第 20 条 第 ２ 項 及 び 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 
 

る 書 面 並 び に 開 発 事 業 構 想 書 等 に つ い て 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に 
 

よ り 、 一 般 の 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。 
 

 （ 勧 告 ） 

                           開 発 事 
第 38 条  市 長 は 、 第 24 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 
                           者 

 業 者 等 又 は 開 発 事 業 等 に 関 す る 工 事 の 請 負 人 （ 予 定 建 築 物 の 建 築 
 

 主 等 を 含 む 。）       開 発 事 業 等   
        に 対 し 、 当 該       に 関 す る 工 事 の 施 行 を 停 

             開 発 事 業 

 止 す る よ う 勧 告 す る こ と が で き る 。 

                    開 発 事 業 者 等   開 発 
２  市 長 は 、 第 25 条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し た       又 は 
                    開 発 事 業 者    開 発 
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 事 業 等 に              開 発 事 業 者 等 
     関 す る 工 事 の 請 負 人 に 対 し 、       が 第 17 条 第 １ 
 事 業 に               開 発 事 業 者 

               開 発 事 業 等 に 
 項 の 同 意 を 得 る ま で の 間 、 当 該       関 す る 工 事 の 施 行 を 
               開 発 事 業 に 

 停 止 す る よ う 勧 告 す る こ と が で き る 。 

                    開 発 事 業 者 等   開 発 
３  市 長 は 、 第 25 条 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た       又 は 
                    開 発 事 業 者    開 発 

 事 業 等 に              開 発 事 業 者 等 
     関 す る 工 事 の 請 負 人 に 対 し 、       が 第 20 条 第 １ 
 事 業 に               開 発 事 業 者 

               開 発 事 業 等 に 
 項 の 同 意 を 得 る ま で の 間 、 当 該            関 す る 工 事 の 施 行 を 
               開 発 事 業 に 

 停 止 す る よ う 勧 告 す る こ と が で き る 。 

 （ 命 令 ） 

第 39 条  市 長 は 、 第 38 条 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 勧 告 を 受 け 

 た 者 が 、 正 当 な 理 由 な く 当 該 勧 告 に 従 わ な い と き は 、 そ の 者 に 対 

     開 発 事 業 等 
 し 、 当 該      に 関 す る 工 事 の 施 行 を 停 止 す る よ う 命 ず る こ 
     開 発 事 業 

 と が で き る 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

                       開 発 事 業 等 区 域 
３  前 項 の 標 識 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 係 る       
                       開 発 事 業 区 域 

                       開 発 事 業 等 区 域 
 内 に 設 置 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、       
                       開 発 事 業 区 域 

 内 の 土 地 の 所 有 者 、 管 理 者 又 は 占 有 者 は 、 標 識 の 設 置 を 拒 み 、 又 

 は 妨 げ て は な ら な い 。 

 （ 報 告 等 の 徴 収 及 び 立 入 検 査 ） 

第 40 条  市 長 は 、 前 ３ 条 の 規 定 に よ る 権 限 を 行 う た め 必 要 が あ る と 

        開 発 事 業 者 等   開 発 事 業 等 に 
 認 め る と き は 、       又 は       関 す る 工 事 の 請 負 
        開 発 事 業 者    開 発 事 業 に 

                    開 発 事 業 等 に 
 人 （ 予 定 建 築 物 の 建 築 主 等 を 含 む 。） か ら       関 す る 工 
                    開 発 事 業 に 

 事 の 状 況 等 に つ い て 必 要 な 報 告 若 し く は 資 料 の 提 出 を 求 め 、 又 は 

        開 発 事 業 等 区 域 
 当 該 職 員 を し て        内 に 立 ち 入 ら せ 、 当 該 工 事 の 状 況 
        開 発 事 業 区 域   

 等 を 検 査 さ せ る こ と が で き る 。 

   （ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 
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横 浜 み ど り 税 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

（ 特 定 緑 化 部 分 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 等 の 特 例 ） 

第 ５ 条  次 に 掲 げ る そ れ ぞ れ の 割 合 に 相 当 す る 緑 化 を 行 っ た 部 分 （

以 下 「 基 準 緑 化 部 分 」 と い う 。） に 加 え て 更 に 当 該 割 合 に ５ パ ー

セ ン ト を 加 算 し た 割 合 以 上 の 緑 化 を 行 っ た 場 合 に お け る 当 該 基 準

緑 化 部 分 を 超 え て 緑 化 を 行 っ た 部 分 （ 以 下 「 特 定 緑 化 部 分 」 と い

う 。） を 有 す る 建 築 物 の 敷 地 の 用 に 供 さ れ て い る 土 地 （ 面 積 が 50  

0 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の を 除 く 。） に つ い て 現 に 当 該 特 定 緑 化

部 分 が 存 す る も の と 市 長 が 認 定 し 、 か つ 、 当 該 土 地 に 存 す る 基 準

緑 化 部 分 及 び 特 定 緑 化 部 分 （ 以 下 「 緑 化 部 分 」 と 総 称 す る 。） に

係 る 建 築 物 の 所 有 者 又 は 管 理 者 が 当 該 緑 化 部 分 に つ い て 10 年 間 保

全 す る 契 約 を 平 成 21 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 10 年 12 月 31 日 ま で の 間 に

締 結 し た 場 合 に は 、 当 該 土 地 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 又 は 都 市

計 画 税 に つ い て は 、 当 該 契 約 を 締 結 し た 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １

月 １ 日 を 賦 課 期 日 と す る 年 度 か ら 10 年 度 分 の 固 定 資 産 税 又 は 都 市

計 画 税 に 限 り 、 当 該 土 地 に 係 る 固 定 資 産 税 額 又 は 都 市 計 画 税 額 の

う ち 当 該 特 定 緑 化 部 分 が 当 該 土 地 に 占 め る 割 合 に 相 当 す る そ れ ぞ

れ の 額 の そ れ ぞ れ ４ 分 の １ に 相 当 す る 額 を 当 該 土 地 に 係 る 固 定 資

産 税 額 又 は 都 市 計 画 税 額 か ら 減 額 す る 。 

（ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

   横 浜 市 開 発 事 業 等 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 
(3)                    （ 平 成 16 年 ３ 月 横 浜 
  横 浜 市 開 発 事 業 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 

市 条 例 第 ３ 号 ） 第 17 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 市 長 の 同 意 を 得 た 計

画 に 係 る 建 築 物 の 敷 地 に つ い て は 、 同 条 例 第 18 条 第 ２ 項 第 ４ 号
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ア 又 は 同 項 第 ９ 号 の 規 定 に よ り 適 合 す る こ と と さ れ て い る 横 浜

市 斜 面 地 に お け る 地 下 室 建 築 物 の 建 築 及 び 開 発 の 制 限 等 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 16 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ４ 号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 当 該 建 築 物 の 敷 地 面 積 に 対 す る 緑 化 又 は 既 存 の 樹 木 の 保 存

が 行 わ れ た 部 分 の 面 積 の 割 合                 

 （ 第 ４ 号 及 び 第 ５ 号 省 略 ） 

 

緑 の 環 境 を つ く り 育 て る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

（ 緑 化 等 推 進 計 画 に 関 す る 協 議 ） 

第 ９ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  前 ２ 項 の 規 定 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 適 用 し な

い 。 

(1)  当 該 建 築 物 の 建 築 又 は そ の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行 為 に 

     横 浜 市 開 発 事 業 等 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 
つ い て 、                   （ 平 成 16 年 ３ 
    横 浜 市 開 発 事 業 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 

月 横 浜 市 条 例 第 ３ 号 ） 第 17 条 第 １ 項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 （ 

         全 て   
当 該 建 築 物 の 敷 地 の    が 都 市 緑 地 法 （ 昭 和 48 年 法 律 第 72 号 
         す べ て 

） 第 34 条 第 １ 項 に 規 定 す る 緑 化 地 域 又 は 横 浜 市 地 区 計 画 の 区 域

内 に お け る 建 築 物 等 の 制 限 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ３ 年 12 月 横 浜 市

条 例 第 57 号 ） 別 表 第 12 (あ) 欄 に 掲 げ る 区 域 （ 当 該 区 域 に 係 る 地 区

整 備 計 画 （ 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第 100 号 ） 第 12 条 の ５ 第

２ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 地 区 整 備 計 画 を い う 。） に お い て 、 当 該 区

域 を ２ 以 上 の 地 区 に 区 分 し て い る 場 合 に あ っ て は 、 同 表(い) 欄 に

掲 げ る 地 区 ） に 含 ま れ る 場 合 を 除 く 。）        

（ 第 ２ 号 省 略 ） 
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   横 浜 市 斜 面 地 に お け る 地 下 室 建 築 物 の 建 築 及 び 開 発 の 制 

限 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 工 事 の 完 了 の 検 査 ） 

第 ７ 条  開 発 事 業 者 は 、 斜 面 地 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 を 完 了 し た と 

 き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 長 の 検 査 を 受 け 、 当 該 工 事 

  横 浜 市 開 発 事 業 等 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 
が                   （ 平 成 16 年 ３ 月 横 浜 市 
 横 浜 市 開 発 事 業 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 

条 例 第 ３ 号 ） 第 17 条 第 １ 項 の 同 意 を 得 た 斜 面 地 開 発 行 為 の 計 画 （ 

 当 該 計 画 に 変 更 が あ っ た 場 合 に お い て は 、 同 条 例 第 20 条 第 １ 項 の 

     同 条 第 ５ 項 
 同 意 又 は      の 届 出 に 係 る 変 更 後 の 斜 面 地 開 発 行 為 の 計 画 
     同 条 第 ３ 項 

 ） の う ち 盛 土 の 制 限 及 び 緑 化 等 の 義 務 に 係 る 部 分 （ 以 下 「 盛 土 及 

 び 緑 化 等 の 計 画 」 と い う 。） に 適 合 し て い る こ と の 確 認 を 受 け な 

 け れ ば な ら な い 。 

（ 第 ２ 項 省 略 ） 
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